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公布された条例のあらまし 
 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育

長の期末手当の支給割合を年間０．０５月分

引き下げることとした。 

⑴ 令和２年１２月支給の期末手当の支給割

合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．７０月分 １．６５月分 

 

⑵ 令和３年度からの期末手当の支給割合を

次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．７０月分 １．６７５月分 

１２月 １．６５月分 １．６７５月分 

合計 ３．３５月分 ３．３５月分 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。ただし、１の⑵の改正については、令

和３年４月１日から施行することとした。 
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亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、期末手当の支給割合等について、次の

とおり改正することとした。 

⑴ 期末手当の支給割合の改正 

ア 令和２年１２月支給の期末手当の支給割合を０．０５月分引き下げて、次のとおりとする

こととした。 

 現 行 改正案 増 減 

（一般職員） 100分の130 100分の125 △100分の5 

（幹部職員） 100分の110 100分の105 △100分の5 

 

イ 令和３年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の127.5 100分の127.5 100分の255 

（幹部職員） 100分の107.5 100分の107.5 100分の215 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の95 100分の95 100分の190 

（幹部職員） 100分の115 100分の115 100分の230 

合 計    

（一般職員） 100分の222.5 100分の222.5 100分の445 

（幹部職員） 100分の222.5 100分の222.5 100分の445 

 

２ 亀岡市会計年度任用職員に関し、令和２年１２月に支給する期末手当について、特例を設ける

こととした。 

 

３ 人事院規則の改正に準じ、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための業務

に従事する職員の特殊勤務手当の特例を設けることとした。 

１日当たり ３，０００円 

（患者等の身体に接触等した場合は、４，０００円） 

 

４ この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、１の⑴イの改正については、令和３

年４月１日から施行することとした。 
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条 例 
 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２７号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７０」を「１２月に支

給する場合においては１００分の１６５」に

改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１７０」を

「１００分の１６７．５」に、「１００分の

１６５」を「１００分の１６７．５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和３年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２８号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２０条第２項及び第３項中「１００分の

１３０」を「１００分の１２５」に、  

「１００分の１１０」を「１００分の   

１０５」に改める。 

第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第２０条第２項及び第３項中「１００分の

１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１０５」を「１００分の   

１０７．５」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和３年４月１日から

施行する。 

（亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正） 

２ 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例（令和元年亀岡市条例第５０

号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 
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（令和２年１２月に支給する期末手当に関

する特例） 

３ 令和２年１２月に支給する期末手当につ

いて第１４条第１項及び第２４条第１項に

おいて準用する給与条例第２０条第２項の

規定を適用する場合については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは、  

「１００分の１３０」とする。 

（亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部改正） 

３ 亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

（昭和５７年亀岡市条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとし

て「（施行期日）」を付し、附則に次の１項

を加える。 

（新型コロナウイルス感染症により生じた

事態に対処するための業務に従事する職員

の特殊勤務手当の特例） 

２ 第４条の規定にかかわらず、職員が、新

型コロナウイルス感染症（新型コロナウイ

ルス感染症を指定感染症として定める等の

政令（令和２年政令第１１号）第１条に規

定するものをいう。以下同じ。）に係る業

務に従事したときは、当該職員に対し、特

殊勤務手当として、当該業務に従事した日

１日につき、３，０００円（新型コロナウ

イルス感染症の患者若しくはその疑いのあ

る者の身体に接触して又はこれらの者に長

時間にわたり接して行う業務その他市長が

これに準ずると認める業務に従事した場合

にあっては、４，０００円）を支給する。 

 

「掲示済」 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２９号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７０」を「１２月に支

給する場合においては１００分の１６５」に

改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１７０」を

「１００分の１６７．５」に、「１００分の

１６５」を「１００分の１６７．５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和３年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関

する条例施行規則をここに公布する。 

 

   令和２年１１月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３２号 

 

亀岡市プラスチック製レジ袋の提

供禁止に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市プラスチック製レ

ジ袋の提供禁止に関する条例（令和２年亀岡

市条例第８号。以下「条例」という。）の施

行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （市の支援） 

第２条 条例第７条に規定する支援は、次に掲

げる事項を行うものとする。 

⑴ プラスチック製レジ袋の提供禁止に関し、

必要な情報の提供 

⑵ 市民等及び事業者に対する周知及び啓発 

⑶ 市民等及び事業者がプラスチック製レジ

袋の提供禁止に向けて取り組む先進事例の

情報発信 

⑷ その他市長が特に必要と認める事項 

 （身分証明書） 

第３条 条例第１１条第２項に規定する身分を

示す証明書は、身分証明書（別記第１号様

式）によるものとする。 

（勧告） 

第４条 条例第１２条の規定による勧告は、勧

告書（別記第２号様式）により行うものとす

る。ただし、公益上、緊急に勧告する必要が

ある場合は、口頭により行うことができる。 

２ 前項の勧告を受けた事業者は、当該勧告に

係る是正措置を行った場合は、是正措置報告

書（別記第３号様式）により速やかに市長に

報告するものとする。 

 （公表の方法） 

第５条 条例第１３条の規定による公表は、次

に掲げる事項を告示、公報への掲載その他の

方法により行うものとする。 

⑴ 氏名（法人にあっては、その名称及び代

表者の氏名） 

⑵ 住所（法人にあっては、その主たる事業

所の所在地） 

⑶ 違反等の内容 

（意見を述べる機会の付与） 

第６条 市長は、条例第１３条の規定により公

表をする場合は、あらかじめ当該公表の対象

となる事業者に対し、その理由を通知書（別

記第４号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた事業者は、意見書（別

記第５号様式）を提出することができる。 

 （審査会） 

第７条 条例第１４条に規定する審査会は、亀

岡市プラスチック製レジ袋提供禁止審査会

（以下「審査会」という。）と称する。 

２ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員は、地方行政に見識を有する者その他

市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱

する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

５ 審査会に会長を置き、委員の互選により定

める。 

６ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

７ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 
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 （審査会の会議） 

第８条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

 （審査会の庶務） 

第９条 審査会の庶務は、環境市民部環境政策課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第５条から第９条までの規定は、令和３

年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号様式（第３条関係） 

 

 

                              第    号 

 

身 分 証 明 書 

 

 

                  所  属 

                  氏  名 

                  生年月日      年  月  日生 

 

 上記の者は、亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例第１１条

第１項の規定による立入調査を行う者であることを証明する。 

 

       年  月  日 

 

                   亀岡市長           □印  

 

 

 
 

写真 

割印 
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の
内

容
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第
５
号

様
式
（

第
６
条

関
係
）

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長

 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
住

 
所
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

㊞
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
連

絡
先
 

  

意
 
 

見
 
 

書
 

   
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
付
け

 
 
第

 
 
 

 
号

で
通

知
の
あ

り
ま
し

た
意

見
を
述

べ
る
機

会
の
付

与
に
つ

い
て
は

、
下
記

の
と
お

り
意
見

を
述
べ

ま
す
。

 

  

記
 

  
□
 

意
見
は

あ
り
ま

せ
ん
。

 

  
□
 

次
の
と

お
り
意

見
を
述

べ
ま
す

。
 

「
掲
示
済
」
 

 第
４

号
様

式
（
第

６
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

第
 

 
 
 

 
号

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

年
 

 
月
 

 
日

 

  
住

 
所

 

  
氏

 
名

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

様
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

亀
岡
市

長
 

  

通
 

 
知

 
 
書

 

  
亀

岡
市

プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
製
レ

ジ
袋
の

提
供

禁
止
に

関
す
る

条
例

第
１
３

条
第

１
項
に
規

定
す

る
事

項
に

該
当

す
る
た

め
、

あ
な
た

の
氏
名

、
住

所
及
び

違
反
等

の
内
容

を
公

表
す

る
予
定
を

し
て

い
ま

す
。

 

 
つ

い
て

は
、

同
条
例

第
１
３

条
第
３

項
の

規
定
に

基
づ
き

、
意

見
を
述

べ
る

機
会
を
付

与
し

ま
す
。

  

記
 

 意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
 
月

 
 

 
日
 

意
見

書
の

提
出

場
所

 
 

公
表

の
原

因
 

と
な

る
事

実
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告 示 
 

 亀岡市告示第１９０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２第６項の規定により、指定代理納

付者を次のとおり指定したので、亀岡市財務規

則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７条の

２第２項の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定代理納付者の名称及び住所 

ＰａｙＰａｙ株式会社 

東京都千代田区紀尾井町１番３号 

２ 指定代理納付者に納付させる歳入の種類 

寄附金 

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 

令和２年１１月１日から 

令和３年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和２年度 市民税府民税税額変更通知書 

令和２年度 市民税府民税税額変更通知書 

（平成３１年度賦課分） 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９２号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和２年度 市民税府民税税額変更通知書 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 
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３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９３号 

 

 亀岡市営住宅移転助成金交付要綱を次のよう

に定める。 

 

   令和２年１１月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市営住宅移転助成金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、災害への対応、不良住宅

の撤去等のため市が実施する事業に伴い引き

続き居住できない事由が生じた市営住宅（以

下「従前住宅」という。）から移転する者に、

予算の範囲内において助成金を交付すること

について、亀岡市補助金等交付規則（昭和 

４１年亀岡市規則第５号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか必要な事項を定め

るものとする。 

 （対象者） 

第２条 この要綱に基づき助成金の支払を受け

ることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、従前住宅を明け渡し、他の住宅に

移転する者とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、前項

の規定にかかわらず、助成金の支払を受ける

ことができない。ただし、特別な事情がある

と市長が認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 現に市税を滞納している者 

⑵ 亀岡市営住宅管理条例（平成９年亀岡市

条例第４８号）第４２条第１項各号のいず

れかに該当する者 

⑶ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護者 

⑷ 第３条に規定する対象費用の全部又は一

部について、公費の扶助を受けることがで

きる者 

⑸ その他助成金を交付することが不適当で

ある相当の事情があると市長が認めた者 

 （対象費用及び移転助成金の額） 

第３条 助成金の交付の対象となる費用（以下

「対象費用」という。）は、対象者が、通常

認められている移転方法で住居を移転する場

合に要する費用のうち、梱包、積込み及び積

卸しに要する費用、荷造費、運送料等の動産

移転料、届出等の法定手続に要する費用、電

話移設料等の移転雑費とする。 

２ 助成金の交付額は対象費用の合計額とし、

１００，０００円を限度とする。 

 （交付申請） 

第４条 対象者が助成金の支払を受けようとす

るときは、亀岡市営住宅移転助成金交付申請

書（別記第１号様式）に、対象費用の見積書

の写しその他市長が必要と認める書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

 （交付決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の規定による交付申請書

を受理したときは、その内容を審査の上、助

成金の交付の可否を決定し、亀岡市営住宅移

転助成金交付（不交付）決定通知書（別記第

２号様式）により対象者に通知するものとす

る。 

 （住宅移転の履行期限） 

第６条 前条の交付決定を受けた対象者は、申

請する年度の３月３１日（以下「完了期限」
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という。）までに住宅の移転及び対象費用の

支払（以下「対象事業」という。）を完了し、

第８条の規定に基づき実績の報告を行わなけ

ればならない。 

 （対象事業の変更又は中止） 

第７条 対象者は、対象事業の内容を変更しよ

うとするとき又は対象事業を中止し、若しく

は廃止しようとするときは、速やかに市長と

事業の変更内容又は中止若しくは廃止につい

て協議しなければならない。ただし、事業の

変更内容が助成金の交付予定額に変更を生じ

ない軽微なものである場合は、この限りでな

い。 

 （実績の報告） 

第８条 対象者は、対象事業の完了後、速やか

に、かつ、完了期限までに、亀岡市営住宅移

転助成金実績報告書（別記第３号様式）に、

対象費用を支出したことを証する領収書の写

しその他市長が必要と認める書類を添えて、

市長に報告しなければならない。 

 （交付額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により提出された

報告書を審査し、内容が適当と認めたときは、

助成金の交付額を確定し、亀岡市営住宅移転

助成金交付額確定通知書（別記第４号様式）

により対象者に通知するものとする。 

 （請求） 

第１０条 前条の通知を受けた対象者は、亀岡

市営住宅移転助成金支払請求書（別記第５号

様式）により助成金の請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、速や

かに助成金を交付するものとする。 

 （移転助成金の返還等） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、第５条の交付決定を取り消し、

既に交付した助成金があるときは、その全部

又は一部を返還させることができる。 

⑴ 交付決定を受けた対象者が規則及びこの

要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 交付決定を受けた対象者が対象事業を実

施しなかったとき。 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、助成金を交

付することが適当でなくなったと市長が認

めたとき。 

 （検査） 

第１２条 市長は、必要に応じて対象事業の実

施状況等を検査することができる。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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別
記

第
１

号
様

式
（

第
４
条
関

係
）
 

亀
岡
市

営
住

宅
移
転

助
成
金
交

付
申

請
書
 

  
亀

岡
市

営
住

宅
移

転
助
成
金

交
付

要
綱

第
４
条

の
規

定
に

よ
り

助
成

金
の
交

付
を
申
請

し
ま

す
。
 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 
 
日

 

   
（

宛
先

）
亀

岡
市

長
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
申

請
者

 
移

転
前
住

所
 

亀
岡

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
（

住
宅
名

）
 

市
営

 
 

 
 

 
 
 

 
住
宅
 

 
 

 
 

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
氏

 
 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

 移
 

転
 
先
 

住
 

 
 
 

所
 

（
住

 
宅
 名

）
 
 

移
転

完
了
予

定
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月
 

 ※
申
請
年
度

の
３
月

末
日
ま

で
に
移

転
を
完

了
し
て
く

だ
さ
い

。
 

交
付

対
象

 

費
用

の
額

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

 
※

１
０
０

，
０
０
０

円
を
限

度
と
し

ま
す
。
 

移
転

助
成
金
 

申
 

請
 
額
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

 
※

１
０
０

，
０
０
０

円
を
限

度
と
し

ま
す
。
 

〔
必

要
添

付
書

類
〕

 

□
移

転
に

要
す

る
費

用
の
見
積

書
の

写
し
 

□
そ

の
他

市
長

が
必

要
と
認
め

る
書

類
 

第
２

号
様

式
（
第

５
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
様

 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
亀

岡
市

長
 

   

亀
岡

市
営

住
宅

移
転

助
成

金
交

付
（

不
交

付
）

決
定

通
知

書
 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
で

申
請

の
あ

り
ま

し
た

亀
岡

市
営

住
宅

移
転
助

成
金

に
つ

い
て

、
亀

岡

市
営

住
宅

移
転
助

成
金

交
付

要
綱

第
５
条

の
規
定

に
よ
り
下

記
の

と
お

り
通
知

し
ま
す
。

 

 

記
 

 交
付

（
不

交
付

）
 

決
定

 

□
 

交
 
付

 
 

 
 

 
決
定

額
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

円
 

□
 

不
交
付
 

 
 

 
（
理

由
）

 

 

移
転

前
住

所
 

（
住

 
宅
 名

）
 

 
亀

岡
市
 

 
市

営
 
 

 
 

 
 

 
 

住
宅
 

 
 

 
 
 

 
 
号
 

移
転

先
住

所
 

（
住

 
宅
 名

）
 

 

条
件

 
 

備
考
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第
３

号
様

式
（
第

８
条

関
係

）
 

亀
岡

市
営

住
宅

助
成

金
実
績

報
告

書
 

  
亀
岡

市
営

住
宅

移
転

助
成
金

交
付

要
綱
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

、
住

宅
の

移
転

が
完
了

し
た

こ
と
を

報

告
し
ま

す
。

 

   
 

 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
 

    
（
宛

先
）

亀
岡
市

長
 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
申

請
者

 
移
転

先
住
所
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏
 

 
 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

 交
付

決
定

通
知

書
の

 

年
月

日
及

び
番

号
 
 

 
 

 
 

 
年
 

 
 
月
 

 
 

日
付

け
 
 

 
 

 
第

 
 
 

 
 

 
号

 

交
付

決
定

額
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

円
 

移
転

完
了

日
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 

日
 

 ※
対
象
費

用
の
支

払
が
完

了
し
た

日
を
記

入
し
て

く
だ
さ

い
。

 

〔
必

要
添

付
書
類

〕
 

 
□

対
象

費
用

の
領
収

書
の

写
し

 

 
□

そ
の

他
市

長
が
必

要
と

認
め

る
書
類

 

第
４

号
様

式
（

第
９

条
関
係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

第
 

 
 

 
 
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

様
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

亀
岡

市
長

 

  

亀
岡
市

営
住

宅
移

転
助

成
金
交

付
額

確
定

通
知

書
 

  
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日

付
け

で
実

績
報

告
の

あ
り

ま
し

た
亀

岡
市

営
住

宅
移

転
助

成
金
に

つ
い

て
、

亀
岡

市
営

住
宅
移

転
助

成
金

交
付

要
綱

第
９

条
の

規
定
に

よ
り

そ
の

額
を

確
定

し
た

の
で

、
下
記

の
と

お
り

通
知

し
ま

す
。

 

 

記
 

 移
転

前
住

所
 

（
住

 
宅

 
名

）
 

 
亀

岡
市
 

 
市

営
 
 

 
 
 

 
 

 
住

宅
 

 
 

 
 
 

 
 
号
 

移
転

後
住

所
 

（
住

 
宅

 
名

）
 

 

交
付

確
定

額
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

円
 

交
付

決
定

額
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

円
 

備
考
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                                 「掲示済」 

 

第５号様式（第１０条関係） 

亀岡市営住宅移転助成金請求書 

 

 亀岡市営住宅移転助成金交付要綱第１０条の規定により助成金を請求します。 

 

     年  月  日 

 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

 

           申請者 移転先住所 

 

               氏   名                ㊞ 

               電 話 番 号 

 

交付確定通知書の
年月日及び番号       年   月   日付け     第      号 

請 求 額                              円 

 

振込先 

銀  行 

信用金庫 

信用組合 

農  協 

本 店 

支 店 

出張所 

預
金
種
目 

１ 普通 

２ 当座 

３ 貯蓄 

口
座
番
号 

       

（フリガナ） 

（口座名義） 
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 亀岡市告示第１９４号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により、歳入の収

納の事務を私人に委託したので、同条第２項の

規定により次のとおり告示する。 

 

   令和２年１１月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方の名称及び住所 

アイモバイル株式会社 

東京都渋谷区桜丘町２２－１４ 

Ｎ．Ｅ．Ｓ．ビルＮ棟２階 

２ 委託した収納事務 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金の収納

事務 

３ 委託事務の取扱期間 

令和２年１１月４日から 

令和３年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 

令和２年度 固定資産税・都市計画税 

第２期及び第３期 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和２年度 市府民税 第２期 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日
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から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９７号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

納期限変更告知書 令和２年度 

固定資産税・都市計画税 第４期 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１９８号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月１３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和２年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 

 住所（居所） 氏名又は名称 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

10 省略 省略 

11 省略 省略 

12 省略 省略 

13 省略 省略 

14 省略 省略 

15 省略 省略 

16 省略 省略 

17 省略 省略 
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18 省略 省略 

19 省略 省略 

20 省略 省略 

21 省略 省略 

22 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９９号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月１３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

3 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 
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7 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
令和2年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２００号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月１３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和２年度国民健康保険料納期限変更告知書 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２０１号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を令和２年１１

月１６日午後３時００分から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、令和２年１１月１６日か

ら令和２年１１月３０日まで一般の縦覧に供する。 

 

   令和２年１１月１６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

供用開始告示をする路線 

路 線 
番 号 

路  線  名 

 
 供 用 開 始 区 間 

 

 

供用開始 
延  長 

幅 員 

01273 駅 北 余 部 線 

 

 
亀岡市追分町一本木10番1先から  

 
590.00m 

14.00m 

亀岡市余部町清水31番3先まで ～ 18.00m 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２０２号 

 

 亀岡市特別保育事業費補助金交付要綱（平成１１年亀岡市告示第４５号）の一部を次のように改

正する。 

 

   令和２年１１月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 別表中 

「 

子ども・子育て支援交付金の交付につ

いて（令和２年３月１０日付け府子本

第２１９号別紙「子ども・子育て支援

交付金交付要綱」。以下「交付要綱」

という。）別紙に定める病児保育事業

の基準額 

                     」 

を 

｢ 

子ども・子育て支援交付金交付要綱

（子ども・子育て支援交付金の交付に

ついて（平成２８年７月２０日付け府

子本第４７４号内閣総理大臣通知）別

紙に定める子ども・子育て支援交付金

交付要綱をいう。以下同じ。）別紙に

定める病児保育事業の基準額 

                     」 

に､ 
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「 

保育環境改善等事業 保育対策総合支援事業費補助

金の国庫補助について（令和

２年３月１２日付け厚生労働

省発子０３１２第６０号厚生

労働事務次官通知別紙「保育

対策総合支援事業費補助金交

付要綱」）別表に定める保育

環境改善等事業の基準額 

保育環境改善等事業に必要な

経費 

                                          ｣ 

を 

｢ 

保育環境改善等事業 保育対策総合支援事業費補助

金交付要綱（保育対策総合支

援事業費補助金の国庫補助に

ついて（平成３０年１０月 

１７日付け厚生労働省発子１

０１７第５号厚生労働事務次

官通知）別紙に定める保育対

策総合支援事業費補助金交付

要綱をいう。）別表に定める

保育環境改善等事業の基準額 

保育環境改善等事業に必要な

経費 

新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援事業（児童福祉施

設等分）実施要綱（新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支

援事業（児童福祉施設等分）

の実施について（令和２年６

月１９日付け子発０６１９第

１号厚生労働省子ども家庭局

長通知）別紙に定める新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括

支援事業（児童福祉施設等

分）実施要綱をいう。）に定

める新型コロナウイルスの感

染拡大防止対策事業の補助基

準額 

新型コロナウイルスの感染拡

大防止対策事業に必要な経費 

                                          」 

に、 
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「 

交付要綱別表に定める延長保育事業の

基準額 

交付要綱別表に定める一時預かり事業

の基準額 

                     」 

を 

「 

子ども・子育て支援交付金交付要綱に

定める延長保育事業の基準額 

子ども・子育て支援交付金交付要綱に

定める一時預かり事業の基準額 

                     」 

に、 

「 

副食費助成事業 京都府第３子以降保育料無償

化事業費補助金交付要綱（令

和元年１０月３日付け元こ第

８２８号）第３条第１号に該

当し、又は満１８歳未満の児

童（ただし、１８歳に達する

日以降最初の３月３１日まで

の間を含む。）が３人以上い

る世帯の第３子以降の子ど

も・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第１９条第

１項第１号に掲げる子どもの

保護者で、市から同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分

の認定を受け、かつ、市町村

民 税 所 得 割 合 算 額 が 、   

２１１，２０１円未満に該当

する保護者の子ども１人につ

き４，５００円 

左記に定める基準に該当する

ことにより免除した副食費 

                                          」 

を 
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「 

副食費助成事業 京都府第３子以降保育料無償

化事業費補助金交付要綱（平

成２７年５月１８日付け７少

第６２号京都府健康福祉部長

通知）に基づく副食費の助成

対象となる保護者又は満１８

歳未満の児童（ただし、１８

歳に達する日以降最初の３月

３１日までの間を含む。）が

３人以上いる世帯の第３子以

降の子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）第１９

条第１項第１号に掲げる子ど

もの保護者で、市から同号に

掲げる小学校就学前子どもの

区分の認定を受け、かつ、市

町村民税所得割合算額が、    

２１１，２０１円未満に該当

する保護者の子ども１人につ

き月額４，５００円 

左記に定める基準に該当する

ことにより免除した副食費 

新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を目的とした全部休

園、一部休園又は法第２０条

第４項に規定する教育・保育

給付認定保護者への登園自粛

要請（以下「新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止措置」と

いう。）を理由に、副食を欠

食した法第１９条第１項第１

号又は第２号に掲げる子ども

１ 人 に つ き １ 月 当 た り  

４，５００円から、子ども・

子育て支援法施行規則（平成

２６年内閣府令第４４号）第

５９条に定める日数を基礎と

して４，５００円を日割計算

した額に、その月の開所日数

から新型コロナウイルス感染

症拡大防止措置を理由に、当

該子どもに対して保育の提供

がなされなかった日数を減じ

た日数を乗じて得た額を差し

引いた額 

コロナウイルス感染症拡大防

止措置を理由に、副食を欠食

した法第１９条第１項第１号

又は第２号に掲げる子ども１

人につき免除した副食費 

                                          」 

に改める。 
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   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、令和２年度分の補助金から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０３号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月２４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和２年度 市府民税 第３期 

２ 送達を受けるべき者 

 住     所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２０４号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和２年１１月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和２年度 市府民税 随１期 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０５号 

 

 亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付要綱

を次のように定める。 

 

   令和２年１１月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市盲導犬が育つまち応援交付

金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人関西盲導犬

協会（以下「協会」という。）が実施する盲

導犬の育成等の活動の支援を図るため、京

都・亀岡ふるさと力向上基金条例（平成２０

年亀岡市条例第２７号）に基づき積み立てた

基金を活用して、亀岡市補助金等交付規則

（昭和４１年亀岡市規則第５号）及びこの要

綱の定めるところにより、予算の範囲内にお

いて交付金を交付することについて、必要な

事項を定めるものとする。 

 （交付対象） 

第２条 交付金の交付対象は、協会とする。 

 （交付金基準） 

第３条 この交付金は、寄附金額の１０分の７

に相当する額（その額に１，０００円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

を上限として、協会に対し交付するものとす

る。 

 （交付金の対象経費） 

第４条 交付金の交付対象となる経費は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 当該年度において協会の運営及び協会が

実施する事業に要する経費 

⑵ 当該年度の翌年度以後において、協会の

運営及び協会が実施する事業に要する経費

として積み立てる経費 

 （交付条件） 

第５条 交付金の交付条件は、次のとおりとす

る。 

⑴ 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び

公序良俗に反する活動の費用としての支出

を行わないこと。 

⑵ 前号のほか、第４条に規定する交付金の

対象経費として社会通念上認められない範
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囲での支出を行わないこと。 

 （交付通知） 

第６条 市長は、寄附金の受付期間（毎年１月

１日から１２月３１日までの期間をいう。以

下同じ。）における寄附金額及び交付金につ

いて、当該期間終了後速やかに第３条に規定

する交付金基準により算定し、亀岡市盲導犬

が育つまち応援交付金交付通知書（別記第１

号様式）により協会に通知するものとする。

ただし、寄附者の氏名等については、当該寄

附者の同意を得た場合に限り、協会に通知す

るものとする。 

 （交付申請） 

第７条 協会は、交付金の交付を受けようとす

るときは、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付

金交付申請書（別記第２号様式）に関係書類

を添えて、市長が別に定める日までに市長に

提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する交付申請書を

受理したときは、速やかにその内容を審査の

上、交付金の交付の可否を決定し、亀岡市盲

導犬が育つまち応援交付金交付決定通知書

（別記第３号様式）により協会に通知するも

のとする。 

 （請求及び交付） 

第９条 協会は、前条に規定する交付決定の通

知を受けたときは、亀岡市盲導犬が育つまち

応援交付金交付請求書（別記第４号様式）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったと

きは、速やかに交付金を交付するものとする。 

 （交付の方法） 

第１０条 この交付金は、概算払の方法で交付

するものとする。 

 （実績報告） 

第１１条 協会は、第８条の規定により交付決

定を受けたときは、市長が別に定める日まで

に、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金実績

報告書（別記第５号様式）に、亀岡市盲導犬

が育つまち応援交付金精算書（別記第６号様

式）、事業報告書、決算報告書その他関係書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （交付金額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する実績報告を

受けたときは、交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合するかを調査及び確認し、適

合すると認めた場合は、交付すべき交付金の

額を確定し、速やかに亀岡市盲導犬が育つま

ち応援交付金交付確定通知書（別記第７号様

式）により、協会に通知するものとする。 

 （年度途中における交付金交付の取扱い） 

第１３条 市長は、第６条から第１２条までの

規定について、寄附金の受付期間中において

も処理し、交付金を交付することができる。 

 （交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、第５条に規定する交付条件

に反する事実が確認された場合は、交付金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

 （交付金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により交付金の

交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に交付金が交付さ

れているときは、期限を定めてその交付金の

返還を求めるものとする。 

 （交付金に係る経理） 

第１６条 協会は、交付金に係る収支を明確に

した帳簿その他関係書類を整理し、当該交付

対象事業の完了した日の属する会計年度の翌

年度から起算して５年間保存しなければなら

ない。 

 （報告及び調査） 

第１７条 市長は、協会に対し、この交付金に

係る必要な事項について報告を求め、又は本

市職員に実施調査をさせることができる。 
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 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号様式（第６条関係） 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

            様 

 

 

                           亀 岡 市 長  □印  

 

 

亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付通知書 

 

 下記のとおり、亀岡市盲導犬が育つまち応援寄附金の申し出があったため、亀岡市盲導犬

が育つまち応援交付金交付要綱第６条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金合計額               円 

 

寄附者氏名 住所・電話番号 寄附金額（円） 交付金額（円） 

 〒   

電話番号 

 〒   

電話番号 

 〒   

電話番号 

 〒   

電話番号 

 〒   

電話番号 
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第
２

号
様

式
（
第

７
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
（

宛
先

）
亀

岡
市
長

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
所
 

在
 

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
申
請

者
 
団
 

体
 

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
電

話
番

号
 

  

亀
岡

市
盲
導

犬
が
育

つ
ま
ち
応

援
交

付
金

交
付
申

請
書
 

  
 

 
年

度
に

お
い

て
、

亀
岡

市
盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち

応
援

交
付

金
の

交
付

を
受

け
た

い
の

で
、

亀
岡

市
盲

導
犬

が
育

つ
ま
ち

応
援

交
付

金
交

付
要
綱

第
７
条

の
規
定
に

基
づ

き
、

下
記
の

と
お
り
申

請
し

ま
す

。
 

  

記
 

  １
 

交
付

申
請
額

 
 

金
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 ２
 

う
ち

積
立
金

 
 

金
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 ３
 

添
付

書
類
 

⑴
 
事

業
計
画

書
 

⑵
 
収

支
予
算

書
 

⑶
 
そ

の
他
関

係
書

類
 

第
３

号
様

式
（
第

８
条

関
係

）
 

  
亀

岡
市

指
令

 
第
 

 
 

 
 
号

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
団
 

体
 

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
代
表

者
氏

名
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

様
 

  

亀
岡
市

盲
導

犬
が
育

つ
ま
ち
応

援
交

付
金

交
付
決

定
通
知
書

 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
で

申
請

の
あ

り
ま

し
た

亀
岡

市
盲

導
犬

が
育
つ

ま
ち

応
援

交
付

金
に

つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
交

付
す

る
こ
と

を
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

亀
岡

市
盲

導
犬

が
育

つ
ま

ち
応

援
交

付
金

交
付

要
綱

第
８
条

の
規

定
に

基
づ

き
通
知

し
ま
す

。
 

  
 

 
 

 
年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

亀
 
岡

 
市
 
長

 
 
□印

 

  

記
 

  １
 

交
付

金
の
額

 
 

金
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 ２
 

交
付

の
条
件

 

⑴
 

宗
教

的
活
動

、
政

治
的

活
動

、
選

挙
活

動
及

び
公

序
良
俗

に
反

す
る

活
動

の
費

用
と

し
て

の
支

出
を

行
わ

な
い
こ

と
。

 

⑵
 

前
号

の
ほ
か

、
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち

応
援

交
付
金

交
付

要
綱

第
４

条
に

規
定

す
る

交
付

金
の

対
象

経
費
と

し
て

社
会

通
念
上

認
め

ら
れ

な
い
範

囲
で
の
支

出
を

行
わ

な
い
こ

と
。
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第
４

号
様

式
（
第

９
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
（

宛
先

）
亀

岡
市
長

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
所
 

在
 

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
請
求

者
 
団
 

体
 

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
代
表

者
氏

名
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
電

話
番

号
 

  

亀
岡

市
盲
導

犬
が
育

つ
ま
ち
応

援
交

付
金

交
付
請

求
書
 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
亀

岡
市

指
令

 
 

第
 

 
 

 
号

で
交

付
決

定
を

受
け

た
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち

応
援

交
付

金
に

つ
い
て

、
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち

応
援

交
付

金
交

付
要

綱
第

９
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
下

記
の

と
お

り
請
求

し
ま

す
。
 

  

記
 

  １
 

交
付

決
定
額

 
 

 
金

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 ２
 

概
算

払
請
求

額
 

 
金

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 ３
 

振
込

先
 

口 座 情 報 

金
融

機
関

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

銀
 
 

行
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

信
用
金

庫
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
支

店
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
農

業
協
同

組
合

 

預
金

口
座
 

普
通

 
・
 

当
座
 

口
座

番
号
 

 

フ
リ

ガ
ナ
 

 

口
座

名
義
 

 

 

第
５

号
様

式
（
第

１
１

条
関

係
）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
（

宛
先

）
亀

岡
市
長

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
所
 

在
 

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
団
 

体
 

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
電

話
番

号
 

  

亀
岡

市
盲
導

犬
が
育

つ
ま
ち
応

援
交

付
金

実
績
報

告
書
 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
亀

岡
市

指
令

 
 

第
 

 
 

 
号

で
交

付
決

定
を

受
け

た
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち

応
援

交
付

金
に

つ
い
て

、
交

付
対

象
事

業
が

完
了

し
ま

し
た

の
で

、
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち

応
援

交
付

金
交

付
要

綱
第

１
１
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

下
記

の
と

お
り

関
係

書
類

を
添

え
て

報
告

し
ま

す
。
 

  

記
 

  １
 

交
付

金
の
額

 
 

金
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 ２
 

添
付

書
類
 

⑴
 
亀

岡
市
盲

導
犬

が
育
つ
ま

ち
応

援
交

付
金
精

算
書
（
別

記
第

６
号

様
式
）
 

⑵
 
事

業
報
告

書
 

⑶
 
決

算
報
告

書
 

⑷
 
そ

の
他
関

係
書

類
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関
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年
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日
 

  
（

宛
先

）
亀

岡
市
長

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
所
 

在
 

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
団
 

体
 

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
電

話
番

号
 

  

亀
岡

市
盲
導

犬
が
育

つ
ま
ち
応

援
交

付
金

精
算
書
 

  
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
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ま
ち

応
援
交

付
金

交
付

要
綱

第
１

１
条

の
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に

基
づ
き

、
下

記
の

と
お

り
精

算

し
ま

す
。

 

  

記
 

  １
 

概
算

受
領
済

額
（

①
）

 
 

 
金
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
円
 

 ２
 

交
付

金
精
算

額
（

②
）

 
 

 
金
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
円
 

 ３
 

差
引

額
（
①

－
②

）
 

 
 
 

金
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
円
 

 

第
７

号
様

式
（

第
１

２
条
関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

第
 

 
 

 
 
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

様
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

亀
 
岡

 
市
 
長

 
 
□印

 

   

亀
岡

市
盲
導

犬
が
育

つ
ま
ち
応

援
交
付

金
交

付
確

定
通
知
書

 

  
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日

付
け

で
実

績
報

告
の

あ
り

ま
し

た
亀

岡
市

盲
導

犬
が

育
つ

ま
ち
応

援
交
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 亀岡市告示第２０６号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第 

８２条第２項の規定による事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第１項第２号の規定

により告示する。 

 

   令和２年１１月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 事業者の名称 

社会福祉法人保健福祉の会 

２ 事業所の名称 

ケアステーション虹の家 

３ 事業所の所在地 

亀岡市北古世町１丁目２１－１４ 

４ 廃止年月日 

令和２年１２月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０７号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

令和２年１１月２６日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ２台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３か月間 

７ 返還期間  月曜日～土曜日 

        午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

⑴ 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

⑵ 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

⑶ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令等の規定により処分する。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 
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訓 令 
 

 亀岡市訓令第７号 

 

               庁中一般 

 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する

亀岡市職員対応要領を次のように定める。 

 

   令和２年１１月１６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する亀岡市職員対応要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律（平成２５年法律第

６５号。以下「法」という。）第１０条第１

項の規定に基づき、また、障害を理由とする

差別の解消の推進に関する基本方針（平成 

２７年２月２４日閣議決定）に即して、法第

７条に規定する事項に関し、亀岡市職員（再

任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を

含む。以下「職員」という。）が適切に対応

するために必要な事項を定めるものとする。 

 （不当な差別的取扱いの禁止） 

第２条 職員は、法第７条第１項の規定に基づ

き、その事務又は事業を行うに当たり、障害

（身体障害、知的障害及び精神障害（発達障

害を含む。）その他の心身の機能の障害をい

う。以下この要領において同じ。）を理由と

して、障害者（障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を

受ける状態にある者。以下この要領において

同じ。）でない者と不当な差別的取扱いをす

ることにより、障害者の権利利益を侵害して

はならない。これに当たり、職員は、別紙に

定める事項に留意するものとする。 

 （合理的配慮の提供） 

第３条 職員は、法第７条第２項の規定に基づ

き、その事務又は事業を行うに当たり、障害

者から現に社会的障壁の除去を必要としてい

る旨の意思の表明があった場合において、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、

当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応

じて、社会的障壁の除去の実施について必要

かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」とい

う。）の提供をしなければならない。これに

当たり、職員は、別紙に定める事項に留意す

るものとする。 

（監督者の責務） 

第４条 職員のうち、管理職の地位にある者

（以下「監督者」という。）は、前２条に掲

げる事項に関し、障害を理由とする差別の解

消を推進するため、次の各号に掲げる事項を

実施しなければならない。 

⑴ 日常の執務を通じた指導等により、障害

を理由とする差別の解消に関し、その監督

する職員の注意を喚起し、障害を理由とす

る差別の解消に関する認識を深めさせるこ

と。 

⑵ 障害者等から不当な差別的取扱い、合理

的配慮の不提供に関する相談、苦情の申出

等（以下「相談等」という。）があった場

合は、迅速に状況を確認するとともに、人

権問題に係る差別事象の処理に関する要領

に基づき、対応すること。 

⑶ 合理的配慮の必要性が確認された場合、

監督する職員に対して、合理的配慮の提供

を適切に行うよう指導等を実施すること。 

２ 監督者は、障害を理由とする差別に関する

問題が生じた場合には、人権行政推進本部長
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に報告の上、迅速かつ適切に対処しなければ

ならない。 

（研修及び啓発） 

第５条 市長は、障害を理由とする差別の解消

の推進を図るとともに、合理的配慮の必要性

についての認識を深めるため、職員に対し、

必要な研修及び啓発を行うものとする。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、令和２年１１月１６日から施行

する。 

 

別紙 

 

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する亀岡市職員対応要領に

係る留意事項 

 

第１ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

 法は、障害者に対して、正当な理由なく、

障害を理由として、財・サービスや各種機会

の提供を拒否する、その提供に当たって場所、

時間帯等を制限する、障害者でない者に対し

ては付さない条件を付す等により、障害者の

権利利益を侵害することを禁止している。 

 ただし、障害者の事実上の平等を促進し、

又は達成するために必要な特別の措置は、不

当な差別的取扱いではない。したがって、障

害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱

い（いわゆる積極的改善措置）、法に規定さ

れた障害者に対する合理的配慮の提供による

障害者でない者との異なる取扱い又は合理的

配慮を提供等するために必要な範囲で、プラ

イバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等

を確認することは、不当な差別的取扱いには

当たらない。 

 このように、不当な差別的取扱いとは、正

当な理由なく、障害者を、問題となる事務又

は事業について、本質的に関係する諸事情が

同じ障害者でない者より不利に扱うことであ

る点に留意する必要がある。 

 

第２ 正当な理由の判断の視点 

 正当な理由に相当するのは、障害者に対し

て、障害を理由として、財・サービスや各種

機会の提供を拒否する等の取扱いが客観的に

見て正当な目的の下に行われたものであり、

その目的に照らしてやむを得ないと言える場

合である。亀岡市においては、正当な理由に

相当するか否かについて、具体的な検討をせ

ずに拡大解釈して法の趣旨を損なうことのな

いよう、個別の事案ごとに、障害者及び第三

者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、

損害発生の防止等）並びに亀岡市の事務又は

事業の目的、内容又は機能の維持等の観点に

鑑み、具体的な場面又は状況に応じて総合的

かつ客観的に判断することが必要である。 

 職員は、正当な理由があると判断した場合

には、障害者にその理由を説明するものとし、

理解を得るよう努めることが望ましい。 

 なお、「望ましい」とは、それを実施しな

い場合であっても、法に反すると判断される

ことはないが、障害者基本法（昭和４５年法

律第８４号）の基本的な理念及び法の目的を

踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれる

ことを意味する。（以下同じ。） 

 

第３ 不当な差別的取扱いの具体例 

 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は、

以下のとおりである。なお、第２で示したと

おり、不当な差別的取扱いに相当するか否か

については、個別の事案ごとに判断されるこ

ととなる。また、以下に記載されている具体

例については、正当な理由が存在しないこと

を前提としていること、さらに、これらはあ
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くまでも例示であり、記載されている具体例

だけに限られるものではないことに留意する

必要がある。 

（不当な差別的取扱いに当たり得る具体例） 

○障害を理由に窓口対応を拒否する。 

○障害を理由に対応の順序を後回しにする。 

○障害を理由に書面の交付、資料の送付、パ

ンフレットの提供等を拒む。 

○障害を理由に説明会、シンポジウム等への

出席を拒む。 

○事務又は事業の遂行上、特に必要ではない

にもかかわらず、障害を理由に、来庁の際

に付添人の同行を求める等の条件を付ける、

又は特に支障がないにもかかわらず付添人

の同行を拒む。 

○障害を理由に診療等を拒否する。 

○本人又はその家族等の意思（障害者の意思

を確認することが困難な場合に限る。）に

反したサービス（施設への入所等）を行う。 

 

第４ 合理的配慮の基本的な考え方 

１ 障害者の権利に関する条約（以下「権利条

約」という。）第２条において、合理的配慮

とは、「障害者が他の者との平等を基礎とし

て全ての人権及び基本的自由を享有し、又は

行使することを確保するための必要かつ適当

な変更及び調整であって、特定の場合におい

て必要とされるものであり、かつ、均衡を失

した又は過度の負担を課さないもの」と定義

されている。 

 法は、権利条約における合理的配慮の定義

を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は

事業を行うに当たり、個々の場面において、

障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、

その実施に伴う負担が過重でないときは、障

害者の権利利益を侵害することとならないよ

う、社会的障壁の除去の実施について、合理

的配慮を行うことを求めている。合理的配慮

とは、障害者が受ける制限は、障害のみに起

因するものではなく、社会における様々な障

壁と相対することによって生ずるものとの、

いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえた

ものであり、障害者の権利利益を侵害するこ

ととならないよう、障害者が個々の場面にお

いて必要としている社会的障壁を除去するた

めの必要かつ合理的な取組であり、その実施

に伴う負担が過重でないものである。 

 合理的配慮は、亀岡市の事務又は事業の目

的、内容又は機能に照らし、必要とされる範

囲で本来の業務に付随するものに限られるこ

と、障害者でない者との比較において同等の

機会の提供を受けるためのものであること、

事務又は事業の目的、内容又は機能の本質的

な変更には及ばないこと等に留意する必要が

ある。 

２ 合理的配慮は、障害の特性又は社会的障壁

の除去が求められる具体的場面又は状況に応

じて異なり、多様かつ個別性の高いものであ

り、障害者が現に置かれている状況を踏まえ、

社会的障壁の除去のための手段及び方法につ

いて、「第５ 過重な負担の基本的な考え

方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択

を含め、双方の建設的対話による相互理解を

通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対

応がなされるものである。さらに、合理的配

慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等

に応じて変わり得るものである。合理的配慮

の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、

状態等に配慮するものとする。 

 なお、合理的配慮を必要とする障害者が多

数見込まれる場合、障害者との関係性が長期

にわたる場合等には、その都度の合理的配慮

とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れ

ることにより、中・長期的なコストの削減及

び効率化につながる点は重要である。 
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３ 意思の表明は、具体的場面において、社会

的障壁の除去に関する配慮を必要としている

状況にあることを言語（手話を含む。）のほ

か、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身

振りサイン等による合図、触覚による意思伝

達等、障害者が他人とコミュニケーションを

図る際に必要な手段（通訳を介するものを含

む。）により伝えられる。 

 また、障害により本人の意思の表明が困難

な場合に、障害者の家族、支援者、介助者、

法定代理人等コミュニケーションを支援する

者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。 

 なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、

支援者、介助者、法定代理人等を伴っていな

い場合など、意思の表明がない場合であって

も、当該障害者が社会的障壁の除去を必要と

していることが明白である場合には、法の趣

旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思

われる配慮を提案するために建設的対話を働

きかけるなど、自主的な取組に努めることが

望ましい。 

４ 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して

事前に行われる建築物のバリアフリー化、介

助者等の人的支援、情報アクセシビリティの

向上等の環境の整備を基礎として、個々の障

害者に対して、その状況に応じて個別に実施

される措置である。 

 したがって、各場面における環境の整備の

状況により、合理的配慮の内容は異なること

となる。また、障害の状態等が変化すること

もあるため、特に障害者との関連性が長期に

わたる場合等には、提供する合理的配慮につ

いて、適宜、見直しを行うことが重要である。 

５ 亀岡市が事務又は事業の全部又は一部を委

託等する場合は、提供される合理的配慮の内

容に大きな差異が生ずることにより障害者が

不利益を受けることのないよう、委託等の条

件に対応要領を踏まえた合理的配慮の提供に

ついて盛り込むよう努めることが望ましい。 

 

第５ 過重な負担の基本的な考え方 

 過重な負担については、具体的な検討をせ

ずに拡大解釈して法の趣旨を損なうことのな

いよう、個別の事案ごとに、以下の要素等を

考慮し、具体的場面又は状況に応じて総合的

かつ客観的に判断することが必要である。職

員は、過重な負担に当たると判断した場合は、

障害者にその理由を説明し、理解を得るよう

努めることが望ましい。 

○事務又は事業への影響の程度（事務又は事

業の目的、内容又は機能を損なうか否か） 

○実現可能性の程度（物理的若しくは技術的

制約又は人的若しくは体制上の制約） 

○費用又は負担の程度 

 

第６ 合理的配慮の具体例 

 第４で示したとおり、合理的配慮は、障害

の特性又は社会的障壁が求められる具体的場

面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の

高いものであるが、具体例としては、次のよ

うなものがある。 

 なお、記載した具体例については、第５で

示した過重な負担が存在しないことを前提と

していること、また、これらはあくまでも例

示であり、記載されている具体例だけに限ら

れるものではないことに留意する必要がある。 

（合理的配慮に当たり得る物理的環境への配

慮の具体例） 

○段差がある場合に、車椅子利用者にキャス

ター上げ等の補助をする。 

○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等

を取って渡す、又はパンフレット等の位置

を分かりやすく伝える。 

○目的の場所までの案内の際に、障害者の歩

行速度に合わせた速度で歩いたり、前後、

左右又は距離の位置取りについて、障害者
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の希望を聞いたりする。 

○障害の特性により、頻繁に離席の必要があ

る場合に、会場の座席位置を扉付近にする。 

○疲労を感じやすい障害者から別室での休憩

の申出があった際、別室の確保が困難で 

あったことから、当該障害者に事情を説明

し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて

臨時の休憩スペースを設ける。 

○不随意運動等により書類等を押さえること

が難しい障害者に対し、職員が書類を押さ

えたり、バインダー等の固定器具を提供し

たりする。 

○災害又は事故が発生した際、館内放送で避

難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴

覚障害者に対し、手書きのボード等を用い

て、分かりやすく案内し誘導を図る。 

（合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の

具体例） 

○筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等

のコミュニケーション手段を用いる。 

○相手の口の動きを読み取ることでコミュニ

ケーションを図る聴覚障害者に対し、感染

症予防のためのマスクの着用に代えて 口

の動きが見えやすいフェイスガード等の着

用や、アクリルパーテーションの設置を行

うなどの配慮を行う。 

○会議資料等について、点字、拡大文字等で

作成する際に、各々の媒体間でページ番号

等が異なり得ることに留意して使用する。 

○視覚障害のある委員に会議資料等を事前送

付する際、協議しながら、読み上げソフト

に対応できるよう電子データ（テキスト形

式）で提供する。 

○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カー

ド等を活用して意思を確認する。 

〇難聴の人が会議等に出席する場合は、磁気

誘導ループを設置する。 

〇手話通訳、要約筆記が必要な障害者が会議

等に出席する場合は、事前に手話通訳者等

へ通訳依頼を行う。 

○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の

目の前で示したり、分かりやすい記述で伝

達したりする。本人の依頼がある場合には、

代読といった配慮を行う。 

○比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や

暗喩、二重否定表現等を用いずに説明する。 

○障害者から申出があった際に、ゆっくり、

丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解され

たことを確認しながら対応する。また、な

じみのない外来語を避ける、漢数字は用い

ない、時刻は２４時間表記ではなく午前又

は午後で表記する等の配慮を念頭に置いた

メモを必要に応じて適時に渡す。 

○会議の進行に当たり、資料を見ながら説明

を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害の

ある委員や知的障害のある委員に対し、 

ゆっくり、丁寧な進行を心掛けるなどの配

慮を行う。 

○会議の進行に当たり、職員等が委員の障害

の特性に合ったサポートを行う等、可能な

範囲で配慮を行う。 

（ルール及び慣行の柔軟な変更の具体例） 

○順番を待つことが苦手な障害者に対し、周

囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ

替える。 

○立って列に並んで順番を待っている場合に、

周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の

順番が来るまで別室や席を用意する。 

○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見

えるようにスクリーン等に近い席を確保す

る。 

○車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変

更する。 

○亀岡市役所の敷地内の駐車場等において、

障害者の来庁が多数見込まれる場合、障害

者専用とされていない区画を障害者専用の
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区画に変更する等の配慮を行う。 

○他人との接触、多人数の中にいることによ

る緊張等により、発作等がある場合、当該

障害者に説明の上、障害の特性又は施設の

状況に応じて別室を用意する。 

○非公表又は未公表情報を扱う会議等におい

て、情報管理に係る担保が得られることを

前提に、障害のある委員の理解を援助する

者の同席を認める。 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第７２号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   令和２年１１月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 

行政 

（かめおか・未来・チャレンジ方式） 

土木Ⅰ（上級） 

採用予定人数 若干名 

 

２ 受験資格 

 ⑴ 次に該当する人が受験できる。 

   行政（土木Ⅰ）（上級） 

昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学及び高等専門

学校を含む。）において土木に関する専門課程を修得し卒業した人又は令和３年３月３１日

までに修得し卒業する見込みの人（独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を

授与された人又は令和３年３月３１日までに授与される見込みの人も大学卒に含む。） 

 ⑵ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の規定による欠格条項に該当する人は

受験することができない。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

イ 亀岡市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第６０条から第６３条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ １次試験 

 ⑴ 方 法 

 個別面接試験、論文試験 

 ⑵ 日時・場所 

 令和２年１１月２８日（土）午前９時２０分から『亀岡市役所』において行う。 

 ⑶ １次試験合格発表 

 令和２年１２月上旬頃（予定）に通知する。 

 

４ ２次試験 

 ⑴ 方 法 

   面接試験（人物能力や意欲等についての個別面接による試験） 

 ⑵ 日時・場所 

 令和２年１２月２１日（月）に亀岡市内において行う。 

 詳しい時間、場所、提出書類等については、１次試験合格者に通知する。 

 ⑶ ２次試験合格発表 

 令和２年１２月下旬頃（予定）に合格者へ通知する。 

 

５ ３次試験 

 ⑴ 方 法 

   面接試験（人物能力や意欲等についての個別面接による試験） 

 ⑵ 日時・場所 

 令和３年１月１５日（金）に亀岡市内において行う。 

 詳しい時間、場所、提出書類等については、２次試験合格者に通知する。 

 

６ 最終合格発表 

 令和３年１月下旬頃（予定）に合格者へ通知する。 

 

７ 採 用 

 この試験の合格者は、職種ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、令和３年４月１日以

降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は令和４年３月３１日までとする。 
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８ 給 与 

（令和２年４月 1 日現在。ただし、地域手当を含む。） 

区 分 土 木 

大学卒 １９３，１３２円 

短大卒 １７５，８５４円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。また、最終学校卒業後に職歴等がある場合

などは、基準により初任給に加算されることがある。 

 

９ 受験手続及び受付期間 

 ⑴ 申 込（郵送のみ） 

ア 申込みは、申込書、自己紹介書及び職務経歴書（職務経験がある人のみ）に必要事項を記

入し、最近６か月以内に撮影した本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を

貼り、郵送で亀岡市市長公室人事課に提出することとする。 

イ 記載内容等について確認することがあるので、連絡がとれる電話番号を記載すること。 

ウ 申込みを行う際は、必ず簡易書留で封筒の表に『採用試験受験』と朱書し、申込書等（申

込書、自己紹介書、職務経歴書）と返信用封筒（８４円切手を貼って、宛先を明記したも

の）を同封のうえ送付すること。 

エ 心身に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 ⑵ 受付期間 

 申込みは、令和２年１１月１日（日）から令和２年１１月２４日（火）まで受け付ける。 

 締切日を１１月２４日（火）とし、締切日の消印のあるものは有効とする。 

 

１０ その他 

 新型コロナウイルス感染症の影響や自然災害等が発生した場合、試験を中止又は延期すること

がある。 

 なお、中止又は延期の場合は市ホームページにて掲載する。 

 

１１ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９３４） 

 電話（０７７１）５５－９４５１（人事課直通） 

ＵＲＬ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第７３号 

 

 令和２年度亀岡市こどものあそび環境整備業

務について、公募型プロポーザル方式により事

業者の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

   令和２年１１月５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 

亀岡市こどものあそび環境整備業務 

⑵ 業務内容 

 「子育てにやさしいまちづくり」の推進

にあたり、その拠点としてガレリアかめお

かを位置づけ、乳幼児とその親たちの居場

所となるあそび環境などの空間を整備し、

提供することを通じて、全ての子育て家庭

を誘引することにより、潜在的な相談ニー

ズの掘り起こしや孤立感の解消を図るため

に必要な整備を実施する。 

⑶ 業務場所 

ガレリアかめおか（亀岡市余部町宝久保

１－１）内 

屋上庭園（エイジレスセンター２Ｆ屋外） 

⑷ 業務期間 

契約締結の日から令和３年３月３１日ま

で 

⑸ 見積限度額 

４２，８５０，０００円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格 

 プロポーザルに参加できるものは、次に掲

げる要件を満たすものでなければならない。 

⑴ 本業務と同種又は同類の整備等の受託実

績を３件以上有し、うち１件以上は、国や

地方公共団体等と直接契約や協定等を締結

し、大型遊具整備事業（平成２６年度以降

で契約金額が１，５００万円以上に限

る。）を実施した実績を１件以上有する法

人であること。 

⑵ 本プロポーザルの公告日から契約締結ま

での間、国や地方公共団体等の指名停止を

受けていないこと。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第 

１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）に基づく更生手続開始の申立てをして

いる者（更生手続開始の決定を受けている

者を除く。）又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく民事再生手続開

始の申立てをしている者（再生手続開始の

決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑸ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基

づく破産手続開始の申立てをしていないこ

と。 

⑹ 次のアからオまでのいずれにも該当しな

いこと。 

ア 役員等（参加者が個人である場合には

その者を、参加者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは契約を締

結する事務所の代表者をいう。以下この

号において同じ。）が暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号。以下この号において

「暴力団対策法」という。）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下この号にお

いて「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団員が経営に実質

的に関与していると認められるとき。 



 
亀 岡 市 公 報 

 44 

第９１１号令和２年１２月１５日発行 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の

不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対し

て資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維

持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

⑺ 業務一括再委託をしない者 

⑻ 参加者（同一グループの企業を含む。）

が、一般財団法人日本公園施設業協会に加

入しているなど、あそび環境整備を行うた

めの技術や施工管理能力を備えた者である

こと。 

 

３ 手続等 

⑴ 実施要領 

ア 交付期間 

令和２年１１月５日（木）から１１月

１２日（木）まで 

※窓口での交付は、土曜日及び日曜日

を除き、午前９時００分から午後５

時００分まで 

イ 交付場所 

 「７ 事務局」又は「市ホームペー

ジ」からダウンロード 

ウ 交付する書類 

 実施要領、仕様書、参加申込書、その

他様式 

⑵ 参加申込み 

ア 提出書類 

プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

事業所概要（様式第３号） 

業務実績書（様式第４号） 

亀岡市における入札参加資格認定通知

書（受領書）の写し 

あそび環境整備を行うための技術や施

工管理能力を備えた者であることが確

認できるもの（一般財団法人日本公園

施設業協会加入者を除く。） 

誓約書（様式第９号） 

※上記提出書類は、参加を希望する営

業所について記載すること。 

イ 部数  正本１部、副本１部 

ウ 提出方法  郵送又は持参 

エ 提出場所 

亀岡市こども未来部子育て支援課 

郵便番号 

６２１－０８０５ 

所在地 

京都府亀岡市安町釜ケ前８２番地

（亀岡市保健センター内） 

電話番号 

０７７１－２５－５１２６ 

ＦＡＸ番号 

０７７１－２５－５１２８ 

オ 提出期限 

令和２年１１月１２日（木）午後５時

００分まで 

※郵送による提出の場合は、提出期間

内必着とする。 

⑶ 質問の受付及び回答 

 本プロポーザルに関する質問の受付及び

回答は、次のとおりとする。 

ア 受付期間 

令和２年１１月５日（木）から１１月

９日（月）午後５時００分まで 

イ 受付方法 

 質問書（様式第５号）に記入の上、

「７ 事務局」まで電子メール又はＦＡ

Ｘで提出するとともに、電話にて連絡す
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ること。電話又は口頭による質問には応

じない。 

ウ 回答日及び回答方法 

 令和２年１１月１０日（火）中に本市

ホームページにおいて回答する。 

エ 質問内容 

 質問内容は、参加申込み及び企画提案

書等に関するもののみとし、審査（評

価）に関する質問は一切受け付けない。 

⑷ 企画提案書の提出方法 

 参加申込みした事業者は、次のとおり企

画提案書を提出すること。 

ア 提出書類 

 「⑸ 企画提案書について」に記載の

とおり 

イ 提出部数 

 正本１部、副本１０部 

ウ 提出方法 

 持参 

エ 提出先 

 「７ 事務局」に記載のとおり 

オ 受付期間 

令和２年１１月１６日（月）から１１

月２０日（金）まで 

※受付は、土曜日及び日曜日を除き、

午前９時００分から午後５時００分

まで（正午から午後１時までを除

く。） 

⑸ 企画提案書について 

 企画提案書は、次のとおりとする。 

ア 企画提案書表紙（様式第６号） 

イ 企画提案書（様式自由。仕様書に基づ

いた内容とすること。ただし、仕様書に

示す要求事項を上回る独自の提案をする

場合は、そのポイントが明確にわかるよ

うに記載すること。） 

ウ 工程表（様式自由） 

エ 参考見積書及び内訳書（様式自由。金

額は税込みとし、見積限度額以下の金額

とすること。また、提出の際には封入し、

割印をしておくこと。） 

オ 予定担当者調書（様式第７号） 

 

４ 審査 

 参加要件を満たすと認めた事業者に対し、

「亀岡市こどものあそび環境整備業務」委託

事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）において、別表「審査項目」に基づい

た書類審査及びプレゼンテーション審査を実

施する。 

 なお、参加者が１者のみの場合は、選定委

員会に諮り決定する。 

⑴ 日時 

 個別に通知する。 

⑵ 場所 

 亀岡市保健センター 

⑶ 出席者 

 出席者は３名以内とする。 

⑷ 所要時間 

 ５０分以内（準備５分、説明２０分、質

疑応答２０分、片付け５分） 

⑸ 内容 

 説明は、企画提案書に記載した内容とし、

新たな資料の配布は認めない。 

⑹ 使用機器 

 プロジェクター及びスクリーンは、本市

で用意する。 

 

５ 結果通知等 

⑴ 優先契約交渉事業者の決定 

 選定委員会の審査において、最高評価点

を得た者を優先契約交渉事業者の候補者

（以下「候補者」という。）として決定す

る。最高評価点を得た者が複数の場合は、

価格点の項目で一番評価の高い者を候補者

とする。 
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 なお、最高評価点を得た者が評価配点の

４割に満たない場合にあっては、候補者の

選定を行わず、再公募するものとする。 

⑵ 結果通知 

 審査結果は、候補者として決定した後、

速やかに本審査参加者全員に書面で選定又

は非選定の結果及び総合点通知するととも

に、優先契約交渉事業者となった者につい

ては、亀岡市ホームページに掲載する。 

 なお、審査結果通知日から契約を締結す

るまでに国や地方公共団体等の指名停止に

該当する行為を行ったときは、当該審査結

果を取り消すことがある。 

 

６ その他 

⑴ 本プロポーザルに要する経費は、全て参

加者の負担とする。 

⑵ 参加申込み後に本プロポーザルを辞退す

る時は、辞退届（様式第８号）を提出する

こと。 

⑶ 企画提案書等に記載した担当者等は、原

則として変更できないものとする。ただし、

やむを得ない理由による変更を行う場合は、

変更前に発注者の了承を得なければならな

い。 

⑷ 業務の一部再委託は、企画提案書に記載

がある場合を除き、原則として認めない。 

⑸ 提出書類等の追加、修正及び再提出は認

めない。 

⑹ 提出書類は返却しない。 

⑺ 審査により選定された候補者は、業務委

託に係る「プロポーザル審査結果通知書」

受理日から優先契約交渉事業者となり、再

度、細部にわたり協議、調整を行い、契約

を締結することとする。 

⑻ 契約に係る仕様書は、本市が示した仕様

書及び選定された提案に基づき、契約予定

者と発注者と協議の上、決定することとす

る。 

⑼ 発注者は、提案書類等を提出者に無断で

本プロポーザル以外に使用しない。 

⑽ 発注者は、提出書類を審査に必要な範囲

において、複製できるものとする。 

⑾ 本プロポーザルに係る情報公開請求が 

あった場合は、亀岡市情報公開条例（平成

１２年亀岡市条例第３２号）に基づき提出

書類を公開することがある。 

⑿ 次の場合、提出書類等は無効とする。 

ア 提出期限を過ぎて提出された場合 

イ 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

ウ 提出書類等の作成にあたって不正行為

が判明した場合 

エ 提出書類等の内容が示された条件に適

合していない場合 

⒀ 審査内容や審査経過については公表しな

い。 

⒁ 審査結果に対する異議申立ては受け付け

ない。 

⒂ 本プロポーザルを途中で辞退した者は、

これを理由として以後の選定等について不

利益な取扱いを受けることはない。 

⒃ 不測の事態があった場合、本案件の執行

をやむを得ず中止することがある。 

 

７ 事務局 

〒６２１－０８０５ 

京都府亀岡市安町釜ケ前８２番地（亀岡市

保健センター内） 

亀岡市こども未来部子育て支援課（こども

政策係） 

電話番号：０７７１－２５－５１２６ 

ＦＡＸ ：０７７１－２５－５１２８ 

電子メール： 

   fukusi-soumu@city.kameoka.lg.jp 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第７４号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和２年１１月１３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  2道改第6号 

⑵ 工 事 名  市道池尻宇津根線道路改良工事（その15） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市河原林町河原尻地内 

⑷ 工 事 種 別  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長         Ｌ＝6.0ｍ Ｗ＝10.75ｍ 

          土工           1式 

          橋梁下部工        Ｎ＝1.0基 

          付帯工          1式 

          仮設工          1式 

⑹ 予定価格（税込）  28,492,200円 

          【入札書比較価格（税抜） 25,902,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和3年3月31日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内、保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払

をしている工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表に

より工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

に係る作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が

請負代金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定さ

れた場合に限り、中間前払金（請負金額の20％以内。また、保証事業会社

の保証が必要。）が請求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札 保証 金  免除 

⒀ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工
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事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  有 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和2年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和2年4月1日以降に発注された土木工事（Ａ等級対

象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものを

いう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札し

たものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の土木工事の競争入

札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和2年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑸ 受注件数が1件ある場合は、入札に参加することができない。 

（※受注件数とは、亀岡市が実施する令和2年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ等級対

象工事）で受注した件数をいう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市

長以外と契約予定で落札したものは受注件数に含まない。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式 1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式 2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約工

期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、営
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業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式工

事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3か月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和2年11月13日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和2年11月13日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和2年11月19日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和2年11月20日（金） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和2年11月24日（火） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和2年11月18日（水） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和2年11月25日（水） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和2年11月27日（金） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和2年12月1日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和2年12月2日（水） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和2年12月3日（木） 

午前10時00分 

電子入札システムによる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 
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５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格

の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競

争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者

調書により、基本事項について確認を行い、

資格の有無を審査したものであり、配置予定

技術者調書と確認資料による詳細な審査は、

開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札した者を落札者とする。ただし、

最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ 本案件は災害復旧対象工事ではありませ

ん。 

⑸ その他については、共通事項のとおりと

する。 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第７５号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   令和２年１１月１６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 令和２年１１月１６日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第７６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この業務は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和２年１１月１８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 業務の概要等 

⑴ 業 務 番 号  水施委第1号 

⑵ 業  務  名  千代川浄水場運転監視業務委託 

⑶ 業 務 場 所  亀岡市千代川町地内外 

⑷ 業 務 種 別  運転監視・点検業務 

⑸ 業 務 概 要  浄水場運転監視業務      一式 

 平日 242日／年（16Ｈ／日） 

 休日 123日／年（24Ｈ／日） 

保守点検業務（日常点検）  一式 

 千代川浄水場・三宅浄水場（毎日） 

 他浄水場及び水源（月4回） 

 市内水道施設全て（月1～2回） 

保守点検業務（定期点検）  一式 

 ポンプのグリスアップ・滅菌機分解清掃 

 水位計・メーター等のゼロ・スパン校正等（1回／年） 

緊急時点検業務       一式 

⑹ 業 務 期 間  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 

⑺ 最低制限価格  不採用 

⑻ 入札 保証 金  免除 

⑼ 契約 保証 金  免除 

 

２ 入札参加資格要件 

 次の全ての要件を満たしていること。 

⑴ 「令和2年度亀岡市物品納入等に関する指名競争入札参加資格者名簿」に登録しており、営

業品目「23 保守管理業務」を第1希望又は第2希望で登録している者 

⑵ 入札参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑷ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

⑸ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更
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生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。 

⑹ 破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。 

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定

する暴力団（以下「暴力団」という。）のほか、次のいずれかに該当する者（次のいずれかに

該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。）でないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である

者又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団の利用等をしている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体に属する者（その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。） 

⑻ 国又は地方公共団体等が発注した浄水施設運転監視業務（簡易水道事業の施設及び排水処理

施設に係る業務を除く。以下同じ。）で、浄水処理能力が20,000㎥／日以上の施設についての

業務を受託し（直接受託に限る。）、その実績が通算3年以上あること。 

※受託実績とみなす条件 

① 令和2年4月1日現在での受託実績とする。 

② 受託の形態が指定管理者制度による場合も同等の受託実績とみなす。 

 

３ 一般競争入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（様式1） 

⑵ 浄水施設運転監視業務実績調書（様式2） 

⑶ 総括責任者予定者及び副総括責任者予定者名簿（様式3） 

⑷ 総括責任者予定者経歴書（様式4） 

⑸ 副総括責任者予定者経歴書（様式5） 

⑹ 入札参加資格要件を満たしていることの誓約書（様式6） 

※上記⑶、⑷、⑸については、入札参加資格確認申請時に予定者が特定できない場合には、複

数の候補者を記載することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たして

いなければならない。 
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４ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等 

一般競争入札参加資格

確認申請書等の配布期

間 

令和2年11月18日（水） 

午後3時から 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書等

及び仕様書等は、亀岡市入札情報公開

システム（コンサル部門）（以下「入

札情報公開システム」という。）の発

注情報閲覧からダウンロードするこ

と。 

２ やむを得ず窓口配布を希望する場合

は、問い合わせのうえ配布期間内の受

付時間中（午前9時から正午まで、午

後1時から4時まで）に亀岡市企画管理

部契約検査課（以下「契約検査課」と

いう。）に来庁して入手すること。 

一般競争入札参加資格

確認申請書等の受付 

令和2年12月14日（月）

午前9時から正午まで及

び午後1時から午後5時ま

で 

 

令和2年12月15日（火）

午前9時から正午まで及

び午後1時から午後4時ま

で 

 入札に参加を希望する者は、当該公告

に示す提出書類を提出し、入札参加資格

の確認を受けなければならない。また、

提出した書類に関し、契約担当者から説

明を求められた場合は、それに応じなけ

ればならない。 

⑴ 提出方法 

 電子入札システムにより入札に参

加する者（以下「電子入札者」とい

う。）は、電子入札システムにより

該当の公告に示す提出書類を提出す

ること。 

 なお、一般競争入札参加資格確認

資料の容量が総量で2メガバイトを

超える場合は、その全部について、

契約検査課に入札期間までに必着す

るよう持参又は郵送すること。 

 紙入札者については、当該公告に

示す期間内に、契約検査課へ持参又

は郵送により提出すること。 

 なお、郵送の場合は書留にて、令

和2年12月15日（火）午後4時までに

契約検査課必着とする。 

⑵ 提出書類 

 当該公告の「3 一般競争入札参

加資格確認申請時の提出書類」に定

める書類 

⑶ その他 

ア 一般競争入札参加資格確認申請

書を提出しない者は、入札に参加 
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  することができない。 

イ 提出書類作成等に要する費用

は、申請者の負担とし、提出され

た書類は返却しない。 

ウ 提出書類は、公告で指定した様

式で作成すること。 

エ 提出された書類は、本市におい

て無断使用することはない。 

オ 虚偽の記載をした者は、当該業

務の入札への参加を認めないとと

もに、市の指名停止措置を行うこ

とがある。 

一般競争入札参加資格

確認通知書の送付 

令和2年12月18日（金）

までに発送 

 一般競争入札参加資格確認申請書等を

提出した入札参加希望者に対し、結果を

電子入札システム内又は文書により通知

する。 

 入札は、「一般競争入札参加資格確認

通知書」により「参加資格有」の通知を

受けた者のみが参加できる。 

一般競争入札参加資格

確認申請等及び仕様書

等に関する質問の受付 

一般競争入札参加資格確

認申請等に関する質問 

令和2年12月11日（金） 

午後5時まで 

 

仕様書等に関する質問 

令和2年12月22日（火） 

正午まで 

１ 一般競争入札参加資格確認申請等に

関する質問は、公告に示す期間内に契

約検査課にて随時受け付ける。 

２ 仕様書等に関する質問については、

質問書（様式7）にて行うこととし、

電子メールアドレスへ電子メールにて

提出すること。 

 質問内容は、簡潔にまとめて記載し

て、電子メールに添付し提出するこ

と。 

 添付ファイルは、「Microsoft Word 

2010」（Windows版）で支障なく再現

できること。口頭による質問は受け付

けない。 

 提出後、質問書を提出した旨を契約

検査課へ電話連絡すること。（送付し

た旨の電話連絡がない場合は、質問書

を受付できないことがある。） 

 電話連絡先及び質問書提出先電子 

メールアドレスは「9 契約に関する

事務を担当する組織の名称、所在等」

に記載。 

質問に関する回答 一般競争入札参加資格確

認申請等に関する質問回

答：随時 

１ 一般競争入札参加資格確認申請等に

関する質問の回答については、随時、

原則質問者にのみ行う。 
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 仕様書等に関する質問回

答： 

令和2年12月24日（木） 

午後5時まで 

２ 仕様書等に関する質問の回答につい

ては、当該公告に示す日時までに入札

情報公開システムに掲載する。 

３ その他、不当に混乱を招くことが危

惧されると判断された質問について

は、回答しない旨を回答書に記載する

ことがある。 

入札期間 令和3年1月7日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和3年1月8日（金） 

午前9時から午後3時まで 

入札については、「5 入札に関する留

意事項」のとおり 

開札日時 令和3年1月12日（火） 

午前10時 

電子入札システムによる 

再度入札を行う場合の

入札期間 

令和3年1月14日（木） 

午前9時から午後3時まで 

入札については、「5 入札に関する留

意事項」のとおり 

再度入札の開札日 令和3年1月14日（木） 

午後3時以降 

電子入札システムによる 

 

５ 入札に関する留意事項 

⑴ 入札の方法 

ア 電子入札者は、電子入札システムにより当該公告に示す提出書類（入札書及び業務委託費

内訳書（以下「内訳書」という。））を提出すること。 

 なお、内訳書の容量が2メガバイトを超える場合は、入札期間中に持参又は郵送すること。 

イ 紙入札者は、当該公告に示す入札期間内に契約検査課へ入札書及び内訳書を提出すること。 

⑵ 入札にあたっては、内訳書を提出すること。 

ア 内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、参考資料として添付されている「令和3年度

千代川浄水場運転監視業務委託設計書」の項目に一致させること。 

イ 内訳書の表紙には、業務番号、業務名、商号又は名称、代表者氏名を記載すること。また、

紙入札においては、必ず押印すること。 

⑶ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

⑷ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができ

ない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 

⑸ 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書

等に疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等につ

いての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

⑹ 入札書に記載する金額 

 入札書に記載する金額は、「水施委第1号 千代川浄水場運転監視業務委託」一式の金額と

する。また、落札決定に当たっては、入札書（様式8）に記載された金額に当該金額の100分の

10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 
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課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の110分

の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

⑺ 入札の辞退 

 入札に参加できない事情がある場合には、

開札の開始に至るまで（電子入札の場合は

入札書を提出するまで、紙入札の場合は入

札書を持参するまで）に辞退届（様式9）

を提出しなければならない。この場合、電

子入札にあっては電子入札システムにより、

紙入札にあっては書面により入札辞退届を

提出しなければならない。 

⑻ 持参による入札 

ア 入札書は、二重封筒とし、表封筒に開

札日、業務委託名及び入札書が在中して

いる旨を朱書きし、亀岡市長宛ての親展

とする。 

イ 表封筒の中には、「入札書」と朱書き

した中封筒、「業務委託費内訳等」と朱

書きした中封筒を入れる。 

ウ 「入札書」と朱書きした中封筒には、

入札書を入れ、封印等の処理をする。 

エ 「業務委託費内訳等」と朱書きした中

封筒には、内訳書を入れ、入札書と同様

に封印等の処理をする。 

オ 提出された入札書の書き換え、引き換

え及び撤回はできない。 

⑼ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する場合は、入札を

無効とする。 

 なお、無効な入札をした者は、再度の入

札に加わることはできない。 

ア 同じ入札に2以上の入札をした者の 

行った入札 

イ 入札に関し不正の利益を得るための連

合その他の不正行為をした者又はその疑

いのある者の行った入札 

ウ 指名停止措置を受けて入札時点におい

て指名停止期間中である者等、入札時点

において入札に参加する者に必要な資格

のない者の行った入札 

エ 開札の日時において有効な内訳書の提

出を求めた際、提出しなかった者の行っ

た入札 

オ 他人のＩＣカードを不正に取得し、名

義人になりすまして入札に参加した者の

行った入札 

カ 代表者が変更になっているにもかかわ

らず、変更前の代表者のＩＣカードを使

用して入札に参加した者の行った入札 

キ その他不正の目的を持ってＩＣカード

を使用した者の行った入札 

ク その他入札に関する条件に違反した入

札 

ケ 紙入札者にあっては、入札金額の訂正、

印影不鮮明、氏名の脱漏、業務委託名

称・業務番号・業務場所の脱漏のいずれ

かがある入札 

コ 再度入札において、一回目の入札にお

ける入札最低金額を示したにもかかわら

ず、入札最低金額以上の金額で入札した

者の行った入札 

⑽ 再度入札 

ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内

の価格の入札がないときは、再度入札を

行う。ただし、開札の結果、全ての入札

が無効又は失格の入札のときは、再度入

札は行わない。 

 なお、再度入札の回数は1回限りとす

る。 

イ 再度入札対象者は、初回入札時におい

て、不着又は辞退となった者、無効又は

失格をした者以外の者とする。 

ウ 再度入札において、一回目の入札にお

ける入札最低金額未満の金額で入札する
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こと。 

エ 再度入札時の内訳書の再提出は、物理

的に困難であるため、内訳書の提出は、

最初の入札時のみ求める。ただし、内訳

書の再提出が必要と判断される場合は、

再度提出を求める。 

⑾ 落札者の決定方法 

ア 亀岡市上下水道事業契約規程（平成9

年亀岡市公営企業管理規程第8号）第11

条の規定により作成された予定価格の制

限の範囲内で最低の価格をもって有効な

入札を行った入札者を落札者とする。 

 なお、落札者となるべき同価の入札を

した者が2人以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札者を決定

するものとする。この場合において、当

該入札者のうち、くじを引かない者があ

るときは、これに代えて当該入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものと

する。また、電子入札にあっては、電子

くじにて落札者の決定を行う。 

イ 落札者が決定通知のあった日から指定

する期日までに契約を締結しないときは、

落札者は当該契約の相手方となる資格を

失うものとする。 

⑿ その他亀岡市上下水道事業契約規程に基

づき執行する。 

 

６ 違約金 

 落札者が契約を締結しないときは、落札金

額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 

 

７ 契約書作成の要否 

 要 

 

８ その他 

⑴ 入札参加者は、別添の仕様書等を熟読し、

関係法令等を遵守すること。 

⑵ 本市が提示する資料及び回答書は、契約

関係書類と一体のものとして、同等の効力

を有するものとする。 

⑶ 本市が必要と認めたときは、入札を延期

し、中止し、又は取り消すことがある。 

⑷ 落札者の決定後、当該入札に付する業務

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該業務契約を締結しな

いことがある。 

⑸ 一般競争入札参加資格確認申請等に虚偽

の記載をした場合には、当業務の入札に参

加できないとともに、亀岡市の指名停止措

置を行うことがある。 

⑹ 以上に定めるもののほか、亀岡市上下水

道事業契約規程の定めるところによる。 

⑺ 予定価格は、公表しないものとする。 

⑻ 入札の執行回数は、2回までとする。 

 

９ 契約に関する事務を担当する組織の名称、

所在地等 

〒621-8501 

 京都府亀岡市安町野々神8番地 

 亀岡市企画管理部契約検査課 

 TEL 0771-25-5041 ／ FAX 0771-25-5157 

 電子メールアドレス 

  sikkou-kanri@city.kameoka.lg.jp 

 ホームページ 

  http://www.city.kameoka.kyoto.jp 
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 亀岡市公告第７７号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振

興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年

政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽

微な変更をしたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条

第４項で準用する同法第１２条の規定により公

告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供

する。 

 

   令和２年１１月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

令和２年１１月２５日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第７８号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和２年１１月２７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  2道改第5号 

⑵ 工 事 名  市道湯谷区道線道路改良工事（その6） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市東別院町湯谷地内 

⑷ 工 事 種 別  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要 

 工事延長                           Ｌ＝103.9ｍ Ｗ＝5.0ｍ 

 土工                             1式 

 地盤改良工 

  路床安定処理工    安定処理（第1工区 t=50㎝）      Ａ＝586.0㎡ 

 法面工 

  植生工        植生シート              Ａ＝476.2㎡ 

             植生マット              Ａ＝389.4㎡ 

  かご工        ふとんかご（ハイパーマット多段積型） Ｌ＝138.0ｍ 

 排水構造物工 

  側溝工        プレキャスト側溝（縦断用）      Ｌ＝103.6ｍ 

             300×300、400×400 

             プレキャスト側溝（横断用）      Ｌ＝9.8ｍ 

             300×400、500×700 

  集水桝・マンホール工 現場打ち集水桝            Ｎ＝3.0基 

             プレキャスト集水桝          Ｎ＝2.0基 

  排水工        小段排水 PU240            Ｌ＝4.1ｍ 

             縦排水 PU240、300×400、500×500   Ｌ＝40.6ｍ 

  防草コンクリート   張りコンクリート t=100 W=1000    Ａ＝205.7㎡ 

 構造物撤去工 

  作業土工       転石破砕               Ｖ＝85.8㎥ 

  構造物取壊し工                       1式 

  運搬処理工      転石                 Ｖ＝131.0㎡ 

             殻処分                1式 
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 舗装工 

  アスファルト舗装工  表層（再生密粒度 As t=4㎝）     Ａ＝531.8㎡ 

 縁石工 

  縁石工        アスカーブ（195㎠≦Ａ＜215㎠）    Ｌ＝73.7ｍ 

 防護柵工 

  路側防護柵工     ガードレール（Gr-C-4E）        Ｌ＝101.2ｍ 

 区画線工 

  区画線工       溶融式区画線（実線、白、W=150）    Ｌ＝205.7ｍ 

 仮設工                            1式 

⑹ 予定価格（税込）  35,202,200円 

          【入札書比較価格（税抜） 32,002,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和3年3月31日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内、保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払

をしている工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表に

より工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

に係る作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が

請負代金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定さ

れた場合に限り、中間前払金（請負金額の20％以内。また、保証事業会社

の保証が必要。）が請求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札 保証 金  免除 

⒀ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和2年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 
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⑶ 手持ち工事が 1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和2年4月1日以降に発注された土木工事（Ａ等級対

象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものを

いう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札し

たものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の土木工事の競争入

札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和2年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑸ 受注件数が1件ある場合は、入札に参加することができない。 

（※受注件数とは、亀岡市が実施する令和2年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ等級対

象工事）で受注した件数をいう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市

長以外と契約予定で落札したものは受注件数に含まない。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式 1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式 2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3か月以上の雇用

関係があることをいう。） 
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⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和2年11月27日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和2年11月27日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和2年12月3日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和2年12月4日（金） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和2年12月7日（月） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和2年12月2日（水） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和2年12月8日（火） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和2年12月10日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和2年12月14日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和2年12月15日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和2年12月16日（水） 

午前10時00分 

電子入札システムによる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 
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６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札した者を落札者とする。ただし、

最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ 本案件は災害復旧対象工事ではありませ

ん。 

⑸ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第７９号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市篠町見晴１丁目７の１、７の２、

７の３、７の４ 

（関連区域） 

 亀岡市篠町見晴１丁目７の５、山本神田

５の２、５の３の一部、７の２の一部、７

の３、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

京都市右京区山ノ内荒木町７の５８ 

株式会社エルハウジング 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第８０号 

 

亀岡市人事行政の運営等の状況 

 

 亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年亀岡市条例第５号）の規定に基

づき、令和元年度における亀岡市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表する。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑴ 職員の任免の状況 

  ア 職員の採用の状況（令和元年度） 

区分 試験採用 選考採用 割愛採用 計 

事務・技術 34人   34人 

保育士・幼稚園教諭 7人   7人 

保健師 2人   2人 

管理栄養士 1人   1人 

指導主事   1人 1人 

病院看護師 3人   3人 

病院医療技術 3人   3人 

看護助手 1人   1人 

計 51人 0人 1人 52人 

（注）１ 一般職に属する職員の採用状況である。ただし、再任用職員、臨時的任用職員及び

非常勤職員を含まない。 

２ 割愛採用とは、京都府等との人事交流による採用のことをいう。 

 

  イ 職員の退職の状況（令和元年度） 

区分 定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 計 

事務・技術 6人  7人  13人 

保育士 2人  1人  3人 

図書館司書 1人    1人 

保健師 1人    1人 

技能労務 1人    1人 

病院医師   2人  2人 

病院看護師   3人  3人 

病院医療技術      

計 11人 0人 13人 0人 24人 

（注） 一般職に属する職員の退職状況である。ただし、再任用職員、臨時的任用職員及び非

常勤職員を含まない。 
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  ウ 職員の採用における競争試験の実施状況（令和元年度実施状況） 

試験区分 申込者 受験者Ａ 
1次試験 
合格者 

2次試験 
合格者 

最終 
合格者Ｂ 

競争率 
Ａ／Ｂ 

事務Ⅰ（上級） 
(チャレンジ方式) 

74人 56人 22人 13人 10人 3.8 

土木Ⅰ（上級） 
(チャレンジ方式) 

1人 1人 1人 1人 1人 1.0 

1人 0人 － － － － 

事務Ⅰ（上級） 
(一般方式) 

73人 46人 25人 15人 7人 6.5 

事務Ⅲ（初級） 8人 7人 4人 1人 0人 － 

土木Ⅰ（上級） 
(一般方式) 

3人 1人 1人 0人 － － 

土木Ⅲ（初級） 2人 2人 2人 1人 0人 － 

学芸員（上級） 13人 9人 7人 3人 1人 9.0 

保育士・幼稚園教諭 9人 8人 8人 6人 4人 2.0 

保健師 8人 5人 3人 2人 1人 5.0 

病院看護師 10人 10人   5人 2.0 

（注）１ 令和元年度中に実施した状況であり、実際に採用した年度とは一致しない。 

   ２ 最終合格者には採用辞退者及び補欠合格者等を含む。 

 

⑵ 職員数の状況 

  ア 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

部門 
職員数 

主な増減理由 
平成31年 令和2年 増減 

普
通
会
計
部
門 
一
般
行
政
部
門 

議会 7人 7人   

総務 134人 137人 3人 会計年度任用職員制度施行に伴う増 

税務 35人 35人   

民生 157人 157人   

衛生 38人 41人 3人 介護予防業務移管に伴う増 

農林水産 29人 29人   

商工 19人 18人 △1人 プレミアム付商品券事業終了に伴う減 

土木 68人 65人 △3人 係の統合に伴う減 

計 487人 489人 2人  

教育部門 68人 68人   

小計 555人 557人 2人  

公
営
企
業
等
部
門 

病院 125人 127人 2人 看護師補充に伴う増 

水道 27人 26人 △1人 支弁費目変更に伴う減 

下水道 21人 22人 1人 支弁費目変更に伴う増 

その他 25人 24人 △1人 他団体への派遣終了に伴う減 

小計 198人 199人 1人  

合計 
753人 

[839人] 
756人 

[839人] 
3人  

（注）１ 一般職に属する職員の人数である。ただし、再任用職員、臨時的任用職員及び非常

勤職員を含まない。 

   ２ [  ]内は、条例定数である。 
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  イ 職種別職員数の状況（各年４月１日現在） 

職種 
職員数 

職種内容 
平成31年 令和2年 

一般行政職 437人 438人 以下のいずれにも該当しない職 

税務職 35人 35人 課税、納税の業務に従事する職（税務課、税機構職員） 

医療技術職 2人 2人 医療技術の業務に従事する職（理学療法士） 

保健職 22人 22人 保健師の業務に従事する職（保健センター保健師等） 

福祉職 68人 70人 保育の業務に従事する職（保育所保育士、養護師等） 

企業職 173人 175人 地方公営企業に従事する職（上下水道部、市立病院職員） 

技能労務職 2人 1人 現業の業務に従事する職（用務員等） 

教育職 14人 13人 教育公務員（指導主事、幼稚園教諭、養護教諭） 

計 753人 756人  

（注） 一般職に属する職員の人数である。ただし、再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤

職員を含まない。 

 

⑶ 過去５年間における職員数の推移（各年４月１日現在） 

部門 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 

普
通
会
計
部
門 

一般行政部門 
職員数 467人 472人 469人 487人 489人 

増減 2人 5人 △3人 18人 2人 

教育部門 
職員数 67人 69人 71人 68人 68人 

増減 △1人 2人 2人 △3人 0人 

小計 
職員数 534人 541人 540人 555人 557人 

増減 1人 7人 △1人 15人 2人 

公
営
企
業
等
部
門 

病院 
職員数 118人 122人 124人 125人 127人 

増減 △1人 4人 2人 1人 2人 

水道 
職員数 29人 27人 27人 27人 26人 

増減 2人 △2人 0人 0人 △1人 

下水道 
職員数 23人 21人 21人 21人 22人 

増減 △3人 △2人 0人 0人 1人 

その他 
職員数 26人 26人 26人 25人 24人 

増減 △1人 0人 0人 △1人 △1人 

小計 
職員数 196人 196人 198人 198人 199人 

増減 △3人 0人 2人 0人 1人 

合計 
総合計 730人 737人 738人 753人 756人 

増減 △2人 7人 1人 15人 3人 

（注）１ 一般職に属する職員の人数である。ただし、再任用職員、臨時的任用職員及び非常

勤職員を含まない。 

２ 増減は、各年における対前年比の職員増減数を示す。 
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２ 職員の人事評価の状況 

制度名 対象者 実施期間 

人事評価制度 全職員 平成31年4月～令和元年12月末 

 

３ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費と職員給与費の状況 

  ア 人件費の状況（令和元年度普通会計決算） 

住民基本 

台帳人口 
歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

平成30年度の 

人件費率 

88,182人 36,075,363千円 665,461千円 5,450,371千円 15.1％ 15.9％ 

（注） 住民基本台帳人口は、令和2年3月31日現在のものである。 

 

  イ 職員給与費の状況（令和元年度普通会計決算） 

職員数Ａ 
給与費 １人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 計Ｂ 

555人 1,932,856千円 617,940千円 834,525千円 3,385,321千円 6,100千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は、普通会計に属する一般職の職員（平成31年4月1日現在）の人数である。

ただし、教育長、再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含まない。 

 

  ウ ラスパイレス指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給

与水準を示す指数である。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

単純平均したものである。 
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100

亀岡市 類似団体平均（Ⅱ－３） 全国市平均
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⑵ 特別職等の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在） 

区分 
給料月額等 

令和元年度 

給 
料 

市長 
副市長 
病院事業管理者 
教育長 

985,000円／月 
787,000円／月 
664,000円／月 
694,000円／月 

報 
酬 

議長 
副議長 
議員 

560,000円／月 
490,000円／月 
440,000円／月 

期 
末 
手 
当 

市長 
副市長 
病院事業管理者 
教育長 

支給月数：3.35月分 
役職加算額：（給料月額＋地域手当）×15％ 

議長 
副議長 
議員 

支給月数：3.35月分 
役職加算額：報酬月額×15％ 

退 
職 
手 
当 

 
市長 
副市長 
病院事業管理者 
教育長 

算定方式           1期の手当額   支給時期 
給料月額×在籍年数×550/100  1,950万円 任期毎又は退職時 
給料月額×在籍年数×325/100   921万円 任期毎又は退職時 
給料月額×在籍年数×280/100   669万円 任期毎又は退職時 
給料月額×在籍年数×280/100   536万円 任期毎又は退職時 

備 
考 

 

市長、副市長、病院事業管理者及び教育長に地域手当支給 
（給料月額の6％） 
退職手当については算定額に市長、副市長及び病院事業管理者は
100分90、教育長は100分の92の割合を得た額 

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、各年4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期

（4年＝48月）（教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

⑶ 公営企業職員の職員給与費の状況 

  ア 水道事業（令和元年度決算） 

総費用Ａ 純損益 職員給与費Ｂ 
総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成30年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

1,505,999千円 133,873千円 167,463千円 11.1％ 10.9％ 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費48,145千円を含まない。 

 

職員数Ａ 
給与費 １人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 計Ｂ 

30人 108,666千円 25,171千円 45,624千円 179,461千円 5,982千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２ 職員数は、令和2年3月31日現在の人数である。 
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  イ 下水道事業（令和元年度決算） 

総費用Ａ 純損益 職員給与費Ｂ 
総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成30年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

2,753,054千円 402,368千円 117,898千円 4.3％ 4.8％ 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費28,300千円を含まない。 

 

職員数Ａ 
給与費 １人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 計Ｂ 

22人 75,592千円 13,680千円 31,914千円 121,186千円 5,508千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２ 職員数は、令和2年3月31日現在の人数である。 

 

  ウ 病院事業（令和元年度決算） 

総費用Ａ 純損益 職員給与費Ｂ 
総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成30年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

2,848,885千円 187,106千円 1,167,408千円 41.0％ 46.7％ 

 

職員数Ａ 
給与費 １人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 計Ｂ 

124人 529,266千円 277,701千円 197,614千円 965,777千円 7,789千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２ 職員数は、令和2年3月31日現在の人数である。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 職員の勤務時間の状況（令和２年４月１日現在） 

1週間の勤務時間 
開始時刻 
終了時刻 

休憩時間 週休日・休日 

38時間45分 
開始：午前8時30分 
終了：午後5時15分 

午後0時00分 
～午後1時 

土曜日、日曜日、 
国民の祝日、年末年始（12/29～1/3） 

（注） 公務の運営上の事情等により特別の形態により勤務する職員を除く。 

 

⑵ 休暇制度の状況 

  ア 年次有給休暇の制度と取得状況について 

区分 原因・理由等 休暇の期間 取得実績 

年次休暇 
1の年度ごとにおける休暇
取得時季及び理由の如何に
かかわらず取得可 

1の年度に20日 
残日数は、20日を限度に次
の年度に限り繰り越すこと
ができる。 

平均取得日数：8.5日 
取得率：22.6％ 

（注） 取得実績は、平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に取得した平均値である。 
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  イ 療養休暇（有給）の制度について 

区分 原因・理由等 休暇の期間 

公務傷病 
公務上の負傷若しくは疾病又は通
勤による負傷若しくは疾病により
療養が必要なとき 

療養を必要とする期間 

結核 
結核性の疾病により療養が必要な
とき 

療養を必要とする180日以内の期間 

私傷病 
その他の負傷又は疾病により療養
が必要なとき 

療養を必要とする90日以内の期間 

通院 
負傷又は疾病により通院が必要な
とき 

通院を必要とする期間で必要最低限の時間 
※ 1回の承認は、90日以内 

（注） 公務傷病、結核、私傷病及び通院については、医師の診断書に基づき承認する。 

 

  ウ 特別休暇（有給）の制度について 

区分 休暇の基準 休暇の期間 

公民権行使休暇 
選挙権その他公民としての権利
を行使する場合 

その都度必要と認められる期間 

公の職務執行休
暇 

裁判員、証人、鑑定人、参考人
として国会、裁判所、地方公共
団体の議会その他の官公署へ出
頭する場合 

その都度必要と認められる期間 

ドナー休暇 

職員が骨髄移植のための骨髄若
しくは末梢血幹細胞移植のため
の末梢血幹細胞の提供希望者と
してその登録を実施する者に対
して登録の申出を行い、又は配
偶者、父母、子及び兄弟姉妹以
外の者に、骨髄移植のため骨髄
若しくは末梢血幹細胞移植のた
め末梢血幹細胞を提供する場合
で、当該申出又は提供に伴い必
要な検査、入院等をする場合 

その都度必要と認められる期間 

ボランティア休
暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を
得ないで次に掲げる社会に貢献
する活動を行う場合 
⑴ 地震、暴風雨、噴火等によ
り相当規模の災害が発生した
被災地又はその周辺の地域に
おける生活関連物資の配布そ
の他の被災者を支援する活動 

⑵ 身体障害者療護施設、特別
養護老人ホームその他の主と
して身体上若しくは精神上の
障害がある者又は負傷し、若
しくは疾病にかかった者に対
して必要な措置を講ずること
を目的とする施設であって市
長が定めるものにおける活動 

1の年度について5日以内でその都度必要と
認められる期間 
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⑶ ⑴及び⑵に掲げる活動のほ
か、身体上若しくは精神上の
障害、負傷又は疾病により常
態として日常生活を営むのに
支障がある者の介護その他の
日常生活を支援する活動 

 

結婚休暇 

職員が結婚する場合で、結婚
式、旅行その他結婚に伴い必要
と認められる行事等のため勤務
しないことが相当であると認め
られる場合 

結婚の日（婚姻届の提出日、結婚式挙行日
等）の5日前から1月後までの間の週休日、
休日を除く8日以内の期間（いずれの日を
結婚の日とするかは、職員が選択すること
ができる。） 

産前休暇 
出産する予定である職員が申し
出た場合 

出産予定日の前8週間（多胎妊娠の場合は
14週間）以内の日から出産の日までの期間 

産後休暇 職員が出産した場合 
出産の日の翌日から8週間を経過するまで
の期間 

育児時間 

生後満1年に達しない子を育て
る職員が、その子の保育のため
に必要と認められる授乳等を行
う場合 

1日2回それぞれ30分以内の期間 

配偶者の出産休
暇 

配偶者の出産に伴い勤務しない
ことが相当であると認められる
場合 

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該
出産の日後2週間を経過する日までの期間
内の2日以内の期間 

育児参加休暇 

職員の妻が出産する場合、その
出産予定日の6週間（多胎妊娠
の場合は14週間）前の日から当
該出産の日後8週間を経過する
日までの期間に、当該出産に係
る子又は小学校就学の始期に達
するまでの子を養育する職員
が、これらの子の養育のため勤
務しないことが相当であると認
められるとき 

当該期間内における5日以内の期間 

子の看護休暇 

小学校就学の始期に達するまで
の子（配偶者の子を含む。）を
養育する職員が、その子の看護
のため勤務しないことが相当で
あると認められる場合 

1の年度について5日以内の期間（その養育
する小学校就学の始期に達するまでの子が
2人以上の場合にあっては10日） 

短期介護休暇 

職員が配偶者、父母、子、孫、
配偶者の父母及び職員と同居す
る祖父母、兄弟姉妹で負傷、疾
病又は老齢により2週間以上に
わたり日常生活を営むのに支障
がある者の介護その他の世話を
するとき 

1の年度について5日以内の期間（要介護者
が2人以上の場合にあっては10日） 

生理休暇 
生理のために勤務することが著
しく困難である場合 

1回について2日以内で必要とする期間 
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妊娠の通院休暇 
妊娠中及び出産後の職員が保健
指導又は健康診査を受ける場合 

次の区分によりその都度必要と認められる
期間 
 

妊娠23週まで 4週間に1回 

妊娠24週～満35週まで 2週間に1回 

妊娠36週～出産まで 1週間に1回 

出産後1年まで その間に1回 
  

妊娠障害休暇 
妊娠中の職員が妊娠障害のため
勤務することが著しく困難な場
合 

30日以内で必要と認められる期間 

服喪休暇 

職員の親族が死亡した場合で、
職員が葬儀、服喪その他親族の
死亡に伴い必要と認められる行
事等のため勤務しないことが相
当であると認められる場合 

親 族 日 数 

配偶者 10日 

父母 7日 

子 5日 

祖父母、曽祖父母 3日 

孫 1日 

兄弟姉妹 3日 

おじ、おば 1日 

父母の配偶者、配偶者の父母 3日(7日) 

子の配偶者、配偶者の子 1日(5日) 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 
1日(3日) 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 1日 

１ 日数は、その事実を知った日（日数が
1日のものにあっては、任命権者が承認
した日）から起算する 

２ 同一生計の場合は( )内の日数とする 

父母等の追悼休
暇 

職員が、配偶者、父母、子及び
兄弟姉妹の追悼のための特別な
行事を行う場合 

1日以内で必要と認められる期間 

夏季休暇 

職員が夏季における盆等の諸行
事、心身の健康の維持及び増進
又は家庭生活の充実のため勤務
しないことが相当であると認め
られる場合 

1の年度の7月から9月の期間内において、
週休日、休日及び代休日を除いて原則とし
て連続する3日以内の期間 

り災休暇 
地震、水害、火災その他の災害
により職員の現住居が滅失し、
又は損壊した場合 

7日以内でその都度必要と認められる期間 

感染症交通遮断
休暇 

感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律の規
定に基づく交通の制限又は遮断
により勤務が不可能となった場
合 

その都度必要と認められる期間 
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災害交通遮断休
暇 

地震、水害、火災その他の災害
による交通遮断により勤務が不
可能となった場合 

その都度必要と認められる期間 

事故休暇 
交通機関の事故等の不可抗力の
場合 

その都度必要と認められる期間 

 

  エ 介護休暇（無給）の制度について 

区分 休暇の基準 休暇の期間 

介護休暇 

職員が配偶者、父母、子、孫、配偶者の父
母及び祖父母、兄弟姉妹で負傷、疾病又は
老齢により日常生活を営むのに支障がある
ものの介護をするとき 
※対象となる者は、同居するものに限る 

要介護者の各々が当該介護を必
要とする1の継続する状態ごと
に、3回を超えず、かつ、通算
して6月を超えない範囲内で指
定する期間において必要とする
日又は時間 

介護時間 
職員が要介護者の介護をするため、1日の
勤務時間の一部につき勤務しないことが相
当であると認められるとき 

要介護者の各々が当該介護を必
要とする1の継続する状態ごと
に、連続する3年の期間内にお
いて必要とする時間（1日につ
き2時間を超えない範囲内） 

 

５ 職員の休業の状況 

 育児休業（無給）・部分休業（無給）の制度と取得状況（令和元年度） 

区分 原因・理由等 
取得者数（承認期間別） 

～1年 ～2年 ～3年 計 

育児休業 3 歳未満の子を養育するとき 5人 5人 5人 15人 

部分休業 
小学校就学前の子を養育するため、
1日の勤務時間の一部を勤務しない
とき（30分単位で1日2時間以内） 

1人 0人 0人 1人 

（注） 令和元年度に新たに当該休業を取得した件数である。 
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴ 分限処分の状況（令和元年度） 

 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を

十分に果たすことができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な処分をいう。 

処分事由 
処分件数 

実休職者数 
降任 免職 休職 降給 計 

勤務成績が良くない場合 0件 0件 0件 0件 0件 0人 

心身の故障の場合 0件 0件 16件 0件 16件 6人 

適格性を欠く場合 0件 0件 0件 0件 0件 0人 

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合 

0件 0件 0件 0件 0件 0人 

刑事事件に関し起訴された場合 0件 0件 0件 0件 0件 0人 

（注）１ 令和元年度において発令した延べ件数である。 

２ 休職処分件数は、期間更新をその都度新たな処分とみなして計上した数であり、実

休職者数は、引き続き休職状態にあった者の実数である。 

 

⑵ 懲戒処分の状況（令和元年度） 

 懲戒処分とは、職員に一定の義務違反がある場合に、公務における規律と秩序を維持するた

めに行われる制裁的な処分をいう。 

処分事由 
処分件数 

戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 0件 0件 0件 0件 0件 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0件 0件 0件 0件 0件 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあっ
た場合 

1件 0件 0件 0件 1件 
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７ 職員の服務の状況 

⑴ 職務専念義務の免除の状況（令和元年度） 

 職務に専念する義務について、法律又は条例に基づく以下の区分に該当し、公務の運営に支

障がない場合は、その免除が認められている。 

内容（条例に基づくもの） 件数 

研修を受ける場合 17件 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 366件 

その他任命権者が
必要と認める場合 

子の保育参観、授業参観に出席する場合 74件 

職員組合執行委員が上部団体の会議等に出席する場合 0件 

その他（消防団活動等） 12件 

（注） 令和元年度において発令した延べ件数である。 

 

⑵ 営利企業等従事許可の状況（令和元年度） 

 公務員は、営利を目的とする私企業の役員等の地位を兼ね、又は自ら営利企業を営み、又は

報酬を得て事業若しくは事務に従事してはならないが、次のいずれにも該当せず、地方公務員

法の精神に反しないと認める場合に限り、任命権者から営利企業等に従事する許可を受けるこ

とができる。 

ア 職務の遂行に支障のおそれのある場合 

イ 職員が占めている職との間に特別な利害関係があり又その発生のおそれがある場合 

ウ 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合 

 

許可件数 67件 

 

８ 職員の退職管理の状況 

退職者数 

再 就 職 先 

亀 岡 市 他の地方 
公共団体等 

民間企業等 再就職者計 
再任用職員 非常勤職員 

24人 2人 4人 0人 0人 6人 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 76 

第９１１号令和２年１２月１５日発行 

９ 職員の研修の状況 

⑴ 職員研修の実施状況（令和元年度） 

研修区分 
延べ 

実施日数 
受講者数 

人事課主催研修 

新規採用職員研修 
ハラスメント研修 
議会応対研修 
人権研修 
段取力研修 
リーダーシップ研修 
メンタルヘルス研修 
コーチング研修 
接遇研修 
職員倫理研修 
男女共同参画研修 
法制執務研修 
人権講演会 ほか 

42日 1,268人 

その他研修 

派遣研修 
（京都府市町村振興協会、市町村アカデミーほか） 

283日 168人 

職場研修 146日 2,022人 

合計 471日 3,458人 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

⑴ 厚生に関する計画の実施状況（令和元年度） 

区分 主な項目 受診者数 

健康管理 
定期健康診断 
人間ドック 
ストレスチェック 

428人 
307人 
708人 

 

⑵ 福利厚生事業に係る公費負担状況（令和元年度） 

亀岡市実施分 亀岡市職員互助会事業 
福利厚生事業 
に係る決算額 公費負担 

決算額 
公費負担額 互助会会員数 公費補助率 

１人当たり 
公費負担額 

Ａ Ｂ Ｃ  Ｂ／Ｃ Ａ＋Ｂ 

3,893千円 12,191千円 748人 
本給の 

0.6％以内 
16,298円 16,084千円 

 

⑶ 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和元年度） 

事案なし 

 

⑷ 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和元年度） 

事案なし 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             中 川 國 彦 

             松 井 やす子 

             船 越 幸 子 

             竹 林 亜 樹 

（各 通）
        木 村 好 孝 

             八 木 辰 夫 

             出 藏 裕 子 

             沼 津 雅 子 

             中 澤 基 行 

             青 木 好 子 

亀岡市民生委員推せん会委員に委嘱します 

任期は令和５年１０月３１日までとします 

   令和２年１１月１日 

 

             玉 記 道 子 

亀岡市行政改革推進委員会委員に委嘱します 

任期は令和２年１１月２９日までとします 

   令和２年１１月２７日 

上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

 

   令和２年１１月３０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
 

 亀岡市上下水道事業管理規程第５号 

 

亀岡市上下水道部の企業職員の給

与等に関する規程の一部を改正す

る規程 

 

 亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関す

る規程（昭和４７年亀岡市水道事業管理規程第

２号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」

を付する。 

 附則第２項に見出しとして「（経過措置）」

を付する。 

 附則に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症により生じた事

態に対処するための業務に従事する職員の特

殊勤務手当の特例） 

３ 第４条の規定にかかわらず、職員が、新型

コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス

感染症を指定感染症として定める等の政令

（令和２年政令第１１号）第１条に規定する

ものをいう。以下同じ。）に係る業務に従事

したときは、当該職員に対し、特殊勤務手当

として、当該業務に従事した日１日につき、
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３，０００円（新型コロナウイルス感染症の

患者若しくはその疑いのある者の身体に接触

して又はこれらの者に長時間にわたり接して

行う業務その他水道事業及び下水道事業の 

管理者の権限を行う市長がこれに準ずると 

認める業務に従事した場合にあっては、  

４，０００円）を支給する。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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